
「
黄
庭
内
景
経
序
」
小
考
　
1
そ
の
成
立
と
性
格
に
つ
い
て
ー

金
　
志
弦

は

じ
め
に

　

『
黄
庭
内
景
経
』
と
い
う
書
物
は
實
に
多
様
な
方
面
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
。
道
教
史
に
お
い
て
『
黄
庭
内
景
経
』
を
下
敷
き
に
様

々

な
経
典
が
作
ら
れ
、
種
々
の
注
稗
が
書
か
れ
る
な
ど
、
多
彩
な
解
稗
史
を
持
つ
の
み
な
ら
ず
q
、
書
道
史
に
お
い
て
は
『
黄
庭
内
景

経
』
の
爲
本
が
王
義
之
の
『
黄
庭
経
』
（
外
景
経
）
篶
本
と
と
も
に
書
道
家
の
注
意
を
集
め
て
き
た
Q
。
ま
た
現
代
の
研
究
に
お
い
て
は
、

瞥
學
知
識
に
基
づ
い
た
髄
内
神
の
観
念
が
『
黄
庭
内
景
経
』
の
猫
特
な
思
想
と
し
て
注
目
さ
れ
。
、
王
明
氏
は
『
黄
庭
内
景
経
』
を
「
内

丹
派
養
生
之
書
」
、
「
宗
教
思
想
と
瞥
學
と
が
混
合
し
た
道
書
」
と
性
格
付
け
た
白
。

　
そ

の

中
で
、
『
黄
庭
内
景
経
』
を
巡
る
重
要
な
議
論
の
一
つ
で
あ
っ
た
「
内
景
経
」
と
「
外
景
経
」
の
先
後
問
題
に
つ
い
て
6
、
王

明
氏
は
「
内
景
経
」
を
『
黄
庭
経
』
の
原
形
と
み
な
さ
れ
た
が
、
饗
谷
邦
夫
氏
は
「
外
景
経
」
が
先
行
す
る
こ
と
を
立
讃
し
、
「
外
景

経
」
に
な
い
「
内
景
経
」
の
特
色
と
し
て
、
髄
裁
の
面
に
お
い
て
は
、
三
十
六
章
で
分
章
さ
れ
、
首
章
と
終
章
が
序
結
の
構
造
を
成
し

て

い

る
黙
、
さ
ら
に
内
容
の
面
で
は
「
外
景
経
」
に
み
え
な
い
髄
内
神
の
名
前
と
服
色
が
明
示
さ
れ
、
上
清
経
由
來
の
存
思
法
が
加
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
“
。
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さ
ら
に
雨
経
の
違
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
に
讃
ま
れ
て
き
た
か
と
い
う
受
容
の
面
に
お
い
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
と
思
わ

れ

る
。
『
黄
庭
外
景
経
』
は
、
そ
の
冒
頭
に
冠
す
る
「
老
君
閑
居
し
て
七
言
を
作
る
」
と
い
う
一
句
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
老
子
の

偉
承

と
結
び
付
け
て
讃
ま
れ
た
と
み
ら
れ
る
が
σ
、
『
黄
庭
内
景
経
』
は
こ
の
よ
う
な
老
子
の
傳
承
と
か
け
離
れ
、
新
た
な
天
観
念
と

神

系
譜
の
も
と
に
書
き
直
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
東
晋
興
寧
二
年
（
三
六
四
）
に
始
ま
る
茅
山
（
江
蘇
省
句
容
縣
）
へ
の
衆
眞

降
臨
と
上
清
経
典
の
開
示
、
そ
の
中
心
に
あ
っ
た
璽
媒
楊
義
と
許
謡
一
家
の
宗
教
活
動
を
背
景
と
し
て
い
た
。

　
上
清
経
典
は

眞
人
た
ち
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
天
書
、
す
な
わ
ち
啓
示
経
典
で
あ
る
こ
と
を
標
榜
し
、
宇
宙
の
元
氣
が
文
字
に

凝
縮

さ
れ
て
い
る
と
す
る
経
典
生
成
説
を
裏
付
と
し
て
、
経
典
の
讃
訥
を
最
高
の
修
行
法
と
し
た
。
特
に
『
大
洞
眞
経
』
と
『
黄
庭

内
景
経
』
の
讃
諦
が
、
上
清
道
教
に
お
い
て
最
も
肝
心
な
修
行
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
葛
洪
が
『
抱

朴
子
』
三
＝
七
年
頃
成
立
）
で
『
老
子
』
の
暗
請
批
判
と
拉
ん
で
『
黄
庭
経
』
の
讃
調
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に

㈲
、
『
黄
庭
経
』
（
外
景
経
）
の
讃
訥
は
『
黄
庭
内
景
経
』
の
出
世
（
三
六
四
年
頃
）
以
前
に
廣
く
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
道
経
の
請
経
が
廣
ま
っ
て
い
る
状
況
で
『
黄
庭
内
景
経
』
讃
請
の
猫
特
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ

が

何

を
規
範
に
し
て
、
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
諦
経
の
内
實
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
⑲
。
こ
れ
に
關
し
て
は
、
ま

ず
、
六
朝
時
代
に
出
さ
れ
た
『
黄
庭
内
景
経
』
の
請
経
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
そ
の
端
緒
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

　
現
在
に

傳
わ

る
史
料
は
、
陶
弘
景
（
四
五
六
1
五
三
六
）
の
編
し
た
『
登
眞
隠
訣
』
に
載
せ
る
「
諦
黄
庭
経
法
」
、
『
太
眞
玉
帝
四
極

明
科
経
』
（
五
世
紀
ー
六
世
紀
初
）
の
『
黄
庭
内
景
経
』
の
訥
経
法
が
あ
り
、
ま
た
『
雲
笈
七
籔
』
所
収
の
『
上
清
黄
庭
内
景
経
』
は
そ

の

二

つ
の

『
黄
庭
内
景
経
』
の
調
経
法
を
網
羅
し
た
「
推
請
黄
庭
内
景
経
法
」
を
付
し
て
い
る
。
以
上
の
調
経
法
の
分
析
を
通
じ
て

『
黄

庭

内
景
経
』
の
讃
諦
が
持
つ
濁
特
な
面
貌
が
示
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
注
目
に
値
す
る
の
は
、
『
登
眞
隠
訣
』
所
載
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の

「
請

黄
庭
経
法
」
に
封
す
る
陶
弘
景
の
注
で
あ
る
。
陶
弘
景
は
「
請
黄
庭
経
法
」
を
偽
作
と
み
な
し
、
眞
正
な
啓
示
に
よ
る
「
正

し
い
」
請
経
法
は
『
黄
庭
内
景
経
』
の
序
文
に
備
わ
る
と
い
う
。
そ
の
眞
偲
の
判
断
は
さ
て
お
き
、
あ
る
書
物
の
序
文
に
該
當
典
籍

の
主

旨
を
解
説
す
る
文
章
で
は
な
く
、
修
行
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
道
教
経
典
の
文
献
的
性
格
の
一
端

を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
行
『
黄
庭
内
景
経
』
の
序
文
は
、
質
的
に
異
な
る
二
つ
の
文
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
唐

代
の

注
繹
者
の

序
文

で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
諦
経
の
科
儀
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
後
者
が
ま
さ
し
く
陶
弘
景
の
い
う
東

音
期

の

『
黄
庭
内
景
経
』
の
序
文
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
成
立
と
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

様
々
な
『
黄
庭
内
景
経
』
の
踊
経
法
、
そ
し
て
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』

一
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東
昔
時

代
に

『
黄
庭
内
景
経
』
の
實
践
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
具
髄
的
な
情
報
を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
が
、
『
眞
話
』
と
『
登
眞
隠
訣
』
と
い
う
濁
特
な
書
物
を
通
じ
て
、
断
片
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
相
當
詳
細
な
様
子
ま
で
の
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ょ
ひ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ょ
か
い

い
て

み

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
陶
弘
景
が
楊
義
（
三
三
〇
ー
三
八
六
？
）
、
許
謡
（
三
〇
三
ー
三
七
六
）
、
許
翻
（
許

誼
の

子
、
三
四
一
ー
三
七
〇
）
の
三
人
の
手
稿
を
集
め
て
整
理
し
、
注
を
加
え
て
撰
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
三
人
の
手
稿
、
所
謂

三
君
手
書
L
の
性
格
は
・
基
本
的
に
楊
義
に
降
臨
し
た
眞
人
た
ち
の
警
を
記
録
し
た
啓
示
文
献
で
あ
る
…
・

　
そ

の

中
で
も
『
眞
詰
』
握
眞
輔
篇
は
、
璽
媒
楊
義
の
夢
の
記
録
や
許
識
の
修
行
の
メ
モ
、
修
行
の
場
と
な
る
静
室
の
造
り
方
な

ど
、
修
行
の
現
場
を
あ
り
あ
り
と
傳
え
る
重
要
な
記
録
を
載
せ
る
一
篇
で
あ
り
、
『
黄
庭
内
景
経
』
の
修
行
に
關
し
て
は
、
踊
経

の

際
に

記

し
た
メ
モ
が
み
ら
れ
る
。



響
夏
昔
繭
鏡
鵯
明
始
醤
擬
九
月
＋
モ
白

む
芸
九
＋
過

＝妻
薫
註
袈
茎
薫
⇔
誓
葺
題
≡
華

莚
華
へ
傍
曇
華
竺
言
誇
工
一
曇
干
㌘

誓
誇
＋
誓
≡
‥
二
曇
華
三
≡
≡
一
元
㌃

妻
華
六
資
誓
霧
鷲
彗
華
竺
．
二
箋
護
＋

誓
幸
　
誓
悲
三
一
＝
零
　
誓
雫

曇
｝
轟
≧
≡
蚕
耐
＋
＝
　
華
煽
聾
≡
秦
…
認
鋲

誓
年
恥
鑓

　
　
　
巳

よ
主
是
未
婁
朱
書

G
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

九
月
二
＋
六
日
夜
櫨
段
嫡
措
醐
榊
撫
僻
嘩
姑

鰺
嗣
村
訊
鋪
ぴ
殺纂
榊
亨

墓
華
　
誓
迂
芸
一
≡
甲
鯵
癖

≡
華
　
≡
≡
≡
一
皐
難
叢
萎
華

蓬
叢
酪
蓑
≡
芥
㍍
　
　
皐
バ
穫
≡
一
≡
諺
日

　
　
　
　
〔
圖
一
〕
『
眞
諾
』
巻
十
八
握
眞
輔

　
経
に

云

ふ
、
「
諸
々
の
關
鏡
を
主
り
聰
明
の
始
め
な
り
」

七

日
、
已
に
一
百
九
十
過
な
り
。

と
。
九
月
十

「
経
に

云

ふ
」
以
下
の
文
は
『
黄
庭
内
景
経
』
第
十
章
の
文
で
あ
り
、

こ
の
メ
モ
は
九
月
十
七
日
に
な
っ
て
『
黄
庭
内
景
経
』
を
百
九
十
回
讃

講

し
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
次
に
は
十
劃
で
重
ね
あ
げ

た

卦

の

形

を
し
た
も
の
が
拉
び
、
卦
の
下
に
は
日
付
あ
る
い
は
「
長
谷
」

「
黄
寧
」
「
出
日
入
月
」
「
照
陽
門
」
等
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
（
〔
圖

一
〕

参
照
）
。
こ
の
メ
モ
に
つ
い
て
陶
弘
景
は
「
右
、
此
れ
是
れ
長
史
（
許

誼
）
自
ら
黄
庭
を
讃
む
遍
敷
な
り
。
…
…
「
長
谷
」
「
出
日
」
等
を
云
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

も
、
亦
た
是
れ
経
中
の
語
な
り
。
當
是
に
讃
み
て
此
の
句
に
至
り
、
忽

ち
事
有
り
て
慮
に
起
つ
べ
く
、
故
に
庭
を
疏
誌
す
る
な
り
」
と
注
を
施

し
て
い
る
o
。
つ
ま
り
、
十
劃
の
し
る
し
は
許
識
が
『
黄
庭
内
景
経
』
を

讃
諦
し
た
同
敷
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
書
き
付
け
ら
れ
て
い
る
語
句

は

「
長
谷
玄
郷
続
郊
邑
」
（
第
二
十
一
章
）
「
故
能
不
死
入
黄
寧
」
（
第
三
＋

章
）
「
出
日
入
月
呼
吸
存
」
（
第
二
章
）
「
幽
室
内
明
照
陽
門
」
（
第
二
章
）
な
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ど
、
そ
れ
ぞ
れ
『
黄
庭
内
景
経
』
の
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
語
句
が
書
か
れ
た
の
は
、
諦
経
の
途
中
に
立
ち
上
が
り
席
を
は

ず

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
そ
の
次
か
ら
讃
み
つ
づ
け
る
た
め
、
讃
み
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
の
文
句
を
し
る
し
と
し
て
書
き
つ

け
た
の
だ
と
い
う
。
陶
弘
景
が
何
を
根
擦
に
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、
彼
の
理
解
に
よ
る
限
り
、
経
文
の
書

き
込
み
が
な
い
他
の
場
合
は
、
経
典
を
最
初
か
ら
最
後
ま
で
途
切
れ
る
こ
と
な
く
通
讃
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
十

同
の
讃
諦
を
軍
位
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
恣
意
的
な
こ
と
で
は
な
く
何
ら
か
の
規
定
に
基
づ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
黄

庭

内
景
経
』
の
終
章
で
あ
る
第
三
十
六
章
に
は
「
十
讃
し
て
四
奔
し
太
上
に
朝
す
」
と
あ
り
、
恐
ら
く
こ
れ
が
『
黄
庭
内
景
経
』

の

講

経

に
關
す
る
最
古
の
規
定
で
あ
ろ
う
。
『
黄
庭
内
景
経
』
の
中
で
第
三
十
六
章
は
、
他
の
章
と
は
異
な
り
、
調
経
の
マ
ニ
ュ

ア

ル
的
性
格
を
持
ち
、
経
典
傳
授
に
か
か
わ
る
規
約
と
禁
忌
、
調
経
の
儀
範
を
記
し
て
い
る
。

沐
浴

し
盛
潔
に
し
て
肥
・
薫
を
棄
て
、
室
に
入
り
東
に
向
き
玉
篇
を
請
し
、
約
ね
萬
偏
を
得
れ
ば
義
は
自
か
ら
鮮
か
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
　
　
　
　
　
　
　
　
も
だ

散

髪

し
無
欲
な
れ
ば
以
て
長
く
存
し
、
五
味
は
皆
至
り
正
氣
は
還
る
。
心
を
夷
ら
か
に
し
悶
え
を
寂
か
に
し
て
煩
冤
す
る
こ

と
な
か
れ
。
過
敷
已
に
畢
れ
ば
髄
神
は
精
な
り
、
黄
華
玉
女
は
子
に
情
を
告
げ
ん
。
「
眞
人
既
に
至
り
て
六
丁
を
使
ひ
、
恥

ち
に
隠
芝
（
修
行
者
）
に
大
洞
経
を
授
け
ん
」
と
。
十
讃
じ
で
西
痒
レ
太
上
に
朝
す
。
先
づ
太
帝
に
謁
し
後
に
北
に
向
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か

黄
庭

内
経
玉
書
暢
ぶ
。
授
く
る
者
を
師
と
日
ひ
受
く
る
者
は
盟
ふ
。
雲
錦
・
鳳
羅
・
金
鉦
の
纏
、
以
て
割
髪
に
代
へ
肌
膚
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
す

し
。
手
を
摘
へ
て
山
に
登
り
液
丹
を
敵
り
、
金
書
玉
景
乃
ち
宣
ぶ
べ
し
。
傳
ふ
る
に
授
く
べ
き
を
得
て
三
官
に
告
げ
、
七
祖

を
し
て
冥
患
を
受
け
し
む
る
な
か
れ
。
太
上
の
微
言
は
神
仙
を
致
し
、
不
死
の
道
は
此
の
眞
文
た
り
。

沐

浴
盛
潔
棄

肥

薫
、
入
室
東
向
諦
玉
篇
、
約
得
萬
偏
義
自
鮮
。
散
髪
無
欲
以
長
存
、
五
味
皆
至
正
氣
還
。
夷
心
寂
悶
勿
煩
冤
。
過
敷
已
畢
髄
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神

精
、
黄
華
玉
女
告
子
情
。
眞
人
既
至
使
六
丁
、
即
授
隠
芝
大
洞
経
。
十
讃
四
拝
朝
太
上
。
先
謁
太
帝
後
北
向
、
黄
庭
内
経
玉
書
暢
。
授
者

日
師
受
者
盟
。
雲
錦
鳳
羅
金
鉦
纏
、
以
代
割
髪
肌
膚
全
。
摘
手
登
山
歓
液
丹
、
金
書
玉
景
乃
可
宣
。
傳
得
可
授
告
三
官
、
勿
令
七
祖
受
冥
患
。

太
上

微
言
致
神

仙
、
不
死
之
道
此
眞
文
。
（
『
黄
庭
内
景
経
』
沐
浴
章
第
三
十
六
）

　

こ
こ
に
は
十
同
の
讃
諦
を
軍
位
と
し
て
一
同
り
を
終
え
た
ら
「
太
上
」
と
「
太
帝
」
と
い
う
神
格
に
拝
禮
す
る
こ
と
、
萬
同
の

讃
諦
を
目
指
す
こ
と
、
経
典
を
授
け
ら
れ
る
に
は
献
物
を
そ
な
え
師
と
誓
い
を
た
て
る
こ
と
、
請
経
の
前
に
齋
戒
を
行
な
う
こ
と

な
ど
が
う
た
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
比
喩
で
は
な
く
、
許
謡
の
例
で
み
る
よ
う
に
そ
の
一
つ
一
つ
が
實
践
の
指
針
と
な
っ
て

い
た

の

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
『
黄
庭
内
景
経
』
の
第
三
十
六
章
だ
け
で
は
『
黄
庭
内
景
経
』
の
訥
経
法
を
完
全
に
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
特

に

禮
拝

す

る
神
格
と
方
角
に
つ
い
て
の
説
明
が
不
備
で
あ
る
。
ま
ず
「
太
上
」
と
い
う
神
格
は
、
第
一
章
に
「
上
清
紫
霞
　
虚
皇

の
前

に
、
太
上
大
道
玉
農
君
、
蕊
珠
に
閑
居
し
て
七
言
を
作
り
、
…
…
是
れ
を
黄
庭
と
爲
し
内
篇
と
日
ふ
」
と
あ
り
、
『
黄
庭
内

景

経
』
を
著
し
た
と
さ
れ
る
「
太
上
大
道
玉
農
君
」
（
以
下
太
上
道
君
と
略
稻
）
を
指
す
。
第
三
十
六
章
は
こ
の
太
上
道
君
に
北
向

拝

禮
す

る
よ
う
に
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
太
帝
」
に
つ
い
て
は
『
黄
庭
内
景
経
』
の
ど
こ
に
も
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う

な
神
格
な
の
か
、
ど
の
方
角
に
向
い
て
拝
禮
す
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
何
の
説
明
も
な
い
。

　
他
の

上
清
経

の

場
合

は
、
経
典
の
由
來
と
名
稻
の
解
説
、
修
行
に
用
い
る
時
間
帯
、
髄
を
向
け
る
方
角
、
叩
歯
の
回
敷
、
呪
文

の

唱

え
方
、
目
の
閉
じ
方
や
手
の
握
り
方
、
存
思
の
後
に
唾
液
を
飲
み
込
む
同
敷
、
そ
し
て
何
を
思
い
描
い
て
瞑
想
す
る
か
、
と

い

っ

た

修
行
に

際

し
て
の
詳
し
い
指
針
、
す
な
わ
ち
「
口
訣
」
（
口
傳
の
秘
訣
）
が
付
さ
れ
て
い
る
。
口
訣
は
讐
え
て
言
え
ば
、
書
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か
れ
た

樂
譜
だ

け
で
は
わ
か
ら
な
い
、
師
匠
か
ら
直
接
教
え
て
も
ら
う
演
奏
法
と
コ
ツ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
上
清
経
典
に
共

通
す

る
特
徴
の
一
つ
は
、
師
か
ら
口
博
さ
れ
る
べ
き
口
訣
が
“
、
眞
人
に
よ
る
も
の
と
し
て
文
書
化
さ
れ
て
い
る
黙
で
あ
ろ
う
が
、

『
黄
庭
内
景
経
』
の
場
合
は
こ
の
よ
う
な
口
訣
が
訣
け
て
お
り
、
し
か
も
本
文
自
髄
は
他
の
上
清
経
に
お
け
る
祝
文
に
相
當
す
る

韻
文

の

形
式

を
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
例
外
的
と
さ
れ
る
。

　
現
在

残
っ
て
い
る
史
料
を
み
る
限
り
、
『
黄
庭
内
景
経
』
の
場
合
は
調
経
法
が
別
行
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
『
登

眞
隠
訣
』
に
載
せ
る
「
請
黄
庭
経
法
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
二
つ
の
口
訣
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

舞

祝
法

『
三
九

素
語
玉
精
眞
訣
』
に
日
く
、
東
華
の
玉
篇
、
黄
庭
内
景
経
を
諦
す
る
に
、
「
十
讃
し
て
四
拝
す
」
、
「
先
に
太
帝
に
謁

し
後
に
北
に
向
く
」
と
云
ふ
も
、
繧
序
に
旨
訣
無
ぎ
な
か
。
太
帝
は
東
の
か
た
磨
に
朝
禮
す
べ
し
。
太
帝
は
紫
農
君
な
り
。

北
に

廻

り
太
上
に
禮
祝
す
。
十
讃
し
て
既
に
寛
れ
ば
、
起
ち
て
太
帝
に
向
き
再
舞
す
。
拝
し
畢
れ
ば
、
長
脆
し
て
瞑
目
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祝

し
て
曰
く
、
「
小
兆
某
甲
、
謹
ん
で
金
書
玉
経
を
讃
み
、
十
轄
既
に
周
し
。
乞
ふ
ら
く
は
龍
耕
に
登
り
、
天
神
下
降
し
、

六

丁

を
役
使
し
、
七
祖
　
飛
昇
し
、
我
　
上
清
に
登
ら
ん
こ
と
を
」
と
。
畢
れ
ば
、
目
を
開
き
咽
液
す
る
こ
と
十
過
、
叩
歯

す

る
こ
と
九
通
。
次
に
北
に
向
き
て
再
拝
し
、
長
脆
し
て
祝
し
て
曰
く
、
「
上
皇
太
眞
よ
、
我
を
し
て
虚
に
昇
り
、
清
齋
操

錬

し
て
、
金
書
を
諦
詠
し
、
七
玄
披
散
し
、
上
に
帝
盧
に
朝
し
、
年
を
延
ば
し
長
く
存
し
、
名
を
籔
書
に
刻
せ
し
め
よ
」
と
。

畢
れ
ば
、
臨
目
し
て
叩
歯
す
る
こ
と
九
通
、
咽
液
す
る
こ
と
十
過
。
都
て
畢
れ
ば
、
後
に
常
所
に
還
り
経
を
榑
ず
る
な
り
。
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存
神
別
法

清
虚

［
璽
］
眞
人
日
く
、
凡
そ
黄
庭
内
経
を
修
む
る
に
、
慮
に
帝
君
填
神
混
化
玄
眞
の
道
に
依
る
べ
し
。
讃
み
寛
り
て
禮
祝

し
、
畢
ら
ば
、
正
坐
し
て
東
に
向
き
、
臨
目
し
て
内
に
身
神
の
形
色
長
短
大
小
を
存
し
、
其
の
名
字
を
呼
び
、
還
り
て
本
宮

に

填

せ

し
む
。
此
の
法
を
修
め
ざ
れ
ば
、
訥
す
る
こ
と
萬
遍
な
り
と
難
も
、
眞
神
守
ら
ず
、
終
に
感
敷
無
し
。
…
…
今
故
に

経

中
の
要
節
を
抄
し
て
相
示
す
。
平
坐
し
て
臨
目
し
、
叩
歯
す
る
こ
と
三
十
六
通
、
乃
ち
神
を
存
す
。
髪
神
蒼
華
　
字
は
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

元
、
形
長
二
寸
一
分
。
…
…
已
上
の
面
部
の
七
神
、
同
じ
く
紫
衣
・
飛
羅
裾
を
衣
、
拉
び
に
嬰
見
の
形
な
り
。
之
を
存
す
る

こ
と
審
正
に
し
、
一
面
に
羅
列
し
、
各
々
其
の
宮
に
填
せ
し
む
。
畢
れ
ば
、
便
ち
叩
歯
す
る
こ
と
二
十
四
祈
通
、
氣
を
咽
む

こ
と
十
二
過
。
（
下
略
）

　
右

の
ご

と
く
、
「
請
黄
庭
経
法
」
は
『
三
九
素
語
玉
精
眞
訣
』
の
引
用
二
拝
祝
法
」
）
と
清
璽
眞
人
の
口
訣
（
「
存
神
別
法
」
）
と
で

構
成

さ
れ
、
拝
禮
法
と
瞑
想
法
を
示
し
て
い
る
。
「
拝
祝
法
」
は
第
三
十
六
章
の
「
十
讃
四
拝
朝
太
上
、
先
謁
太
帝
後
北
向
」
の

拝

禮
法

を
下
敷
き
と
し
て
敷
術
し
、
「
四
拝
」
と
は
太
帝
と
太
上
、
そ
れ
ぞ
れ
に
二
拝
ず
つ
禮
す
る
こ
と
と
解
稗
し
、
太
帝
は
「
紫

農

君
」
と
し
て
東
に
配
し
て
い
る
。
「
存
神
別
法
」
は
請
経
の
後
に
艘
内
神
の
存
思
を
ま
と
め
て
行
う
よ
う
に
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
『
登
眞
隠
訣
』
に
こ
れ
を
収
録
し
た
陶
弘
景
は
、
こ
の
請
経
法
を
「
偲
を
以
て
偽
を
立
て
、
慾
妄
の
甚
だ
し
き
も
の
」

と
し
て
強
く
批
判
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
禦
げ
て
い
る
の
は
、
叩
歯
の
同
敷
と
咽
液
の
同
敷
が
一
致
し
な
い
こ
と
q
（
『
眞
話
』

に

記

載

さ
れ
て
い
る
他
経
典
の
調
経
法
を
調
べ
て
み
る
と
、
雨
同
敷
は
一
致
し
て
い
る
）
、
祝
文
に
敬
語
が
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
…
、
神
格

ご

と
に
定
め
ら
れ
た
『
黄
庭
内
景
経
』
の
名
稻
と
一
致
し
な
い
こ
と
q
、
そ
し
て
「
大
洞
を
諦
す
る
こ
と
萬
過
に
し
て
、
七
祖
方
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め

て

九

宮
の
仙
な
る
を
得
。
今
黄
庭
を
詠
ず
る
こ
と
十
遍
に
し
て
、
便
ち
帝
盧
に
朝
宴
す
る
を
乞
ふ
は
、
亦
た
過
な
ら
ざ
ら
ん
や
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

と
い
う
よ
う
に
、
『
黄
庭
内
景
経
』
に
『
大
洞
眞
経
』
を
凌
ぐ
椹
威
を
あ
た
え
て
い
る
黙
な
ど
で
あ
る
白
。
昇
天
と
七
祖
の
救
濟
が

可
能

な
の
は
『
大
洞
眞
経
』
の
み
と
し
、
『
黄
庭
内
景
経
』
は
た
だ
一
身
の
救
濟
に
止
ま
る
も
の
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
、
陶
弘

景

の
道

経
の

位
階
づ

け
に
封
す
る
意
識
も
窺
え
る
が
、
よ
り
注
目
さ
れ
る
の
は
、
陶
弘
景
が
こ
の
方
法
を
デ
タ
ラ
メ
と
す
る
、
そ

の
根
櫨
で

あ
る
。
三
諦
黄
庭
経
法
」
に
封
す
る
陶
弘
景
の
総
評
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

黄
庭
の
序
、
已
に
請
讃
の
法
を
備
載
す
。
若
し
此
の
二
事
を
知
ら
ず
し
て
、
修
む
る
者
便
ち
感
敷
無
け
れ
ば
、
則
ち
兼
ね
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
コ
　
　
　
ウ
　
ロ

慮
に

之

を
説
く
べ
し
。
乃
ち
更
に
怖
畏
・
疾
病
及
び
遇
楊
の
法
を
論
ず
る
も
、
而
る
に
了
に
此
に
及
ば
ず
。
神
王
・
王
君
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
し

寧
ぞ
當
に
分
明
に
指
的
し
て
告
め
を
垂
れ
ん
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
べ
け
ん
や
。
経
　
此
の
如
く
ん
ば
、
事
理
蓋
く
さ
ず
、
便

ち
都
て
修
む
べ
き
者
無
し
。
…
…
右
の
此
の
禮
祝
・
存
神
の
雨
法
は
、
皆
想
ふ
に
傳
は
出
つ
る
こ
と
東
晋
の
間
よ
り
す
。
拉

　
　
ウ
　
コ
　
　
　
　
　
　
い
つ
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

コ

　
コ

　
お

　
ら

　
ひ

び
に

眞
書
無
く
、
假
り
に
要
秘
と
云
ふ
。
其
の
辮
事
　
乖
淺
な
る
を
観
る
に
、
必
ず
雁
に
是
れ
奇
競
の
徒
、
傭
経
に
傍
擬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
や

し
、
此
の
訣
を
構
造
す
べ
し
。
…
…
併
せ
て
之
を
論
ず
る
に
、
前
篇
の
禮
祝
は
猶
ほ
小
勝
る
と
爲
す
。
此
の
存
神
の
文
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
は
だ

佗
雑

を
牽
引
し
、
庸
晒
な
る
こ
と
巳
甚
し
く
、
後
學
を
疑
誤
し
、
其
の
弊
は
淺
か
ら
ざ
ら
ん
。
若
し
吾
が
操
る
所
を
以
て
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
か
　
　
　
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

と
爲
さ
ば
、
想
ふ
に
諸
君
　
眞
本
を
寛
め
て
見
示
す
べ
し
。
若
し
必
ず
其
れ
有
ら
ば
、
則
ち
吾
れ
口
を
絨
じ
舌
を
結
び
、
終

身
復
た

は

敢
へ
て
道
を
學
ぶ
と
言
は
ざ
る
な
り
。

黄
庭
之

序
、
已
備
載
諦
讃
之
法
。
若
此
二
事
不
知
、
修
者
便
無
感
敷
、
則
兼
慮
説
之
。
乃
更
論
怖
畏
疾
病
及
遇
楊
之
法
、
而
了
不
及
此
。
神

王

・
王
君
、
寧
當
不
欲
分
明
指
的
垂
告
耶
。
経
如
此
、
事
理
不
蓋
、
便
都
無
可
修
者
　
。
…
…
右
此
禮
祝
・
存
神
雨
法
、
皆
想
傳
出
自
東
音

一 30一



間
。
拉
無
眞
書
、
假
云
要
秘
。
観
其
辞
事
乖
淺
、
必
慮
是
奇
競
之
徒
、
傍
擬
備
経
、
構
造
此
訣
。
…
…
併
而
論
之
、
前
篇
禮
祝
、
猶
爲
小
勝
。

此

存

神
之

文
、
牽
引
佗
雑
、
庸
随
已
甚
、
疑
誤
後
學
、
其
弊
不
淺
。
若
以
吾
所
壊
爲
非
、
想
諸
君
可
責
眞
本
見
示
。
若
必
其
有
者
、
則
吾
織

口
結
舌
、
終
身
不
復
敢
言
學
道
也
。
（
『
登
眞
隠
訣
』
巻
下
請
黄
庭
経
法
注
）

　
右

の

よ
う
な
陶
弘
景
の
痛
烈
な
批
判
の
核
心
は
、
「
諦
黄
庭
経
法
」
が
「
眞
書
」
・
「
眞
本
」
で
は
な
く
「
偽
経
」
に
よ
っ
て
作

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
鮎
に
あ
る
。
陶
弘
景
の
い
う
「
眞
書
」
と
は
、
楊
義
と
許
氏
父
子
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
啓
示
文
書
、

す

な
わ
ち
「
三
君
手
書
」
の
こ
と
で
あ
る
o
。
三
君
の
手
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
言
葉
に
封
す
る
陶
弘
景
の
信
念
は
、
「
眞
人
の
旨
、

一
句
一
字
、
皆
深
き
意
　
其
の
間
に
在
る
有
り
。
精
し
く
之
を
辮
ず
れ
ば
、
乃
ち
其
の
理
を
知
る
」
（
『
登
眞
隠
訣
』
巻
下
入
静
注
）

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
絶
封
的
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
「
諦
黄
庭
経
法
」
は
、
そ
の
披

る
と
こ
ろ
の
『
三
九
素
語
玉
精
眞
訣
』
と
「
清
璽
眞
人
口
訣
」
と
が
楊
義
ら
に
示
さ
れ
た
眞
正
な
啓
示
書
で
は
な
く
、
啓
示
書
で

あ
る
か
の
よ
う
に
装
っ
た
「
備
経
」
で
あ
り
、
「
諦
黄
庭
経
法
」
は
そ
の
よ
う
な
「
偽
経
」
に
よ
つ
て
作
ら
れ
た
作
法
だ
か
ら
デ

タ
ラ
メ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
彼
が
『
黄
庭
内
景
経
』
の
調
経
法
を
載
せ
る
「
眞
書
」
と
み
な
し
て
い
る
の
は
「
黄

庭
之

序
」
（
以
下
陶
弘
景
の
い
う
「
黄
庭
之
序
」
は
「
黄
庭
内
景
経
序
」
と
表
記
す
る
）
で
あ
る
。
陶
弘
景
は
そ
の
序
に
訥
讃
の
方
法
が
備
わ

っ

て

お

り
、
そ
れ
は
「
神
王
」
「
王
君
」
と
い
う
神
格
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
「
黄
庭
内
景
経
序
」
の
存
在
に
つ
い
て
は
、

前

に

掲
げ

た

「
調

黄
庭
経
法
」
所
引
の
『
三
九
素
語
玉
精
眞
訣
』
に
も
言
及
が
あ
っ
た
。
陶
弘
景
と
『
三
九
素
語
玉
清
眞
訣
』
、

い
ず

れ

も
「
黄
庭
内
景
経
序
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
黄
庭
内
景
経
』
と
「
黄
庭
内
景
経
序
」
は
早
い
時
期
か

ら
一
つ
の
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
讃
ま
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
陶
弘
景
が
「
黄
庭
内
景
経
序
」
を
「
眞
書
」
と
認
め
て
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い
た

な
ら
、
そ
れ
は
楊
義
ら
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
三
君
手
書
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
節
で
詳
述
す
る
こ
と

に

し
て
、
こ
こ
で
は
「
請
黄
庭
経
法
」
を
含
め
て
、
六
朝
時
代
に
『
黄
庭
内
景
経
』
の
修
行
法
が
ど
の
よ
う
に
考
案
さ
れ
た
か
に

つ
い
て

少

し
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
陶
弘
景
が
「
請
黄
庭
経
法
」
を
東
晋
期
の
薦
作
と
判
定
し
、
『
登
眞
隠
訣
』
に
載
せ
て
ま
で
注
意
を
促
し
た
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、

そ

れ
ほ

ど
「
調
黄
庭
経
法
」
が
『
黄
庭
内
景
経
』
の
修
行
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
こ

の

記
載

よ
り
、
東
晋
期
か
ら
『
黄
庭
内
景
経
』
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
請
経
法
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
次
に
そ
の
よ
う

な
六
朝
期
の
調
経
法
を
も
う
一
つ
畢
げ
る
。
そ
れ
は
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
初
の
も
の
と
さ
れ
る
道
教
科
儀
書
（
儀
式
の
規
定
を
集

め

た

典
禮
書
）
『
太
眞
玉
帝
四
極
明
科
経
』
…
（
以
下
『
四
極
明
科
』
と
略
稻
）
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
．
以
下
、
こ
の
諦
経
法
を
西

極

明
科
調
黄
庭
経
法
」
と
稻
す
る
こ
と
と
す
る
。
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太

玄
都
四
極
明
科
に
日
く
、
室
に
入
り
黄
庭
玉
景
内
経
を
踊
す
る
に
、
當
に
焼
香
し
て
清
齋
し
、
身
に
法
服
を
冠
す
べ
し
。

戸
に

入

り
北
に
向
ぎ
、
四
舞
し
て
長
脆
し
、
叩
歯
す
る
こ
と
二
十
四
通
。
「
高
上
萬
眞
玉
農
太
上
大
道
君
に
上
啓
す
、
某
甲

今
室
に
入
り
、
玉
経
を
請
詠
す
る
に
當
り
、
神
を
錬
り
藏
を
保
た
ん
と
す
。
乞
ふ
ら
く
は
胃
宮
は
華
榮
し
、
身
は
虚
に
乗
る

を
得
、
上
に
帝
庭
に
拝
せ
ん
こ
と
を
」
と
。
畢
れ
ば
、
還
り
て
東
に
向
き
、
四
た
び
太
帝
に
揖
す
。
又
た
叩
歯
す
る
こ
と
十

二

通
。
「
扶
桑
×
帝
暢
谷
神
王
に
上
啓
す
、
某
甲
　
今
室
に
入
り
、
玉
経
を
披
詠
す
。
乞
ふ
ら
く
は
静
室
を
し
て
芝
英
自
ら

生

じ
、
玉
華
實
耀
あ
り
、
三
光
洞
明
し
、
萬
偏
な
ら
ば
胎
仙
、
帝
霞
と
同
に
す
る
を
得
し
め
ん
こ
と
を
」
と
。
畢
れ
ば
、
東

に

向
き
諦
経
す
る
こ
と
十
偏
を
一
過
と
爲
し
、
　
一
た
び
寛
れ
ば
便
ち
還
り
て
北
に
向
き
四
拝
し
、
東
に
向
き
四
揖
し
、
復
た



啓
す

る
を
建
ひ
ざ
る
な
り
・
（
下
略
）
（
『
太
眞
玉
帝
四
極
明
科
経
』
巻
四
）
㎝

　
「

四
極
明
科
請
黄
庭
経
法
」
も
『
黄
庭
内
景
経
』
第
三
十
六
章
の
「
十
讃
四
拝
朝
太
上
」
、
「
先
謁
太
帝
後
北
向
」
を
下
敷
き
と

し
て
い
る
。
ま
ず
「
十
讃
四
拝
」
と
は
、
十
同
の
諦
経
を
一
セ
ッ
ト
と
し
て
、
そ
の
前
後
に
太
上
と
太
帝
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
四
拝

す

る
こ
と
と
解
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
太
帝
よ
り
先
に
太
上
に
拝
禮
す
る
と
定
め
て
い
る
黙
は
三
十
六
章
の
内
容
と
異
な
る
。
な

お
、
北
向
拝
禮
す
る
神
格
は
「
太
上
大
道
君
」
、
東
向
拝
禮
す
る
神
格
は
「
扶
桑
大
帝
腸
谷
神
王
」
と
さ
れ
る
。
拝
禮
の
仕
方
は

「
拝
」
と
「
揖
」
、
叩
歯
の
同
敷
は
そ
れ
ぞ
れ
二
十
四
同
と
十
二
同
、
と
匿
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
雨
神
格
の
上
下
關
係
が

わ

か

る
。
前
掲
の
「
諦
黄
庭
経
法
」
と
「
四
極
明
科
諦
黄
庭
経
法
」
、
い
ず
れ
も
太
上
と
太
帝
と
い
う
二
神
格
に
封
す
る
拝
禮
を

中
心
に
儀
式
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　
ま
た
こ
れ
ら
の
講
経
法
は
『
黄
庭
内
景
経
』
の
第
三
十
六
章
の
他
に
も
共
通
の
基
盤
を
持
つ
。
ま
ず
、
「
訥
黄
庭
経
法
」
の
「
拝

祝

法
」
が
引
く
『
三
九
素
語
玉
精
眞
訣
』
と
い
う
経
典
名
は
、
陶
弘
景
の
注
に
「
魏
傳
目
に
玉
精
眞
訣
三
九
素
語
有
り
」
と
あ
り
、

『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
に
記
さ
れ
た
経
典
目
の
書
名
で
あ
る
と
い
う
、
。
陶
弘
景
は
『
黄
庭
内
景
経
』
の
請
経
法
を
語
る
神
と
し

て

「
神

王
」
と
「
王
君
」
に
言
及
し
、
「
四
極
明
科
請
黄
庭
経
法
」
も
太
帝
を
「
扶
桑
大
帝
腸
谷
神
壬
」
と
し
て
、
「
神
王
」
に
言

及
す

る
。
こ
れ
ら
の
諸
神
格
こ
そ
『
黄
庭
内
景
経
』
の
訥
経
法
を
語
る
神
聖
な
槽
威
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
南
嶽
魏
夫
人

は

も
と
よ
り
、
神
王
と
王
君
も
『
南
嶽
魏
夫
人
内
博
』
に
登
場
す
る
神
格
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
調
経
法
は
み
な
南
嶽
魏

夫
人

の

傳
承

を
そ
の
背
景
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
南
嶽
魏
夫
人
内
伸
』
Q
は
魏
華
存
（
二
五
一
⊥
三
二
四
）
と
い
う
女
性
が
上
清
眞
人
の
降
臨
と
教
授
に
よ
っ
て
南
嶽
司
命
紫
虚
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元

君

と
い
う
眞
人
と
な
る
修
行
の
過
程
を
描
い
た
傳
記
で
あ
る
。
魏
華
存
は
許
謡
一
家
に
降
臨
し
た
衆
眞
の
中
で
「
玄
師
」
と
よ

ば

れ
、
彼
ら
の
師
匠
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
。
ま
た
「
内
博
」
は
六
朝
時
代
に
お
い
て
、
か
か
る
茅
山
の
啓
示
と
密
接
な
關
係
を
持

つ

て

形
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
先
學
の
指
摘
す
る
通
り
、
そ
れ
は
軍
な
る
物
語
で
は
な
く
、
そ
れ
自
髄
が
経
典
と
し
て
修
行

の

模
範

と
な
り
Q
、
さ
ら
に
そ
の
中
に
は
、
主
人
公
が
用
い
た
修
行
法
や
経
典
が
牧
録
さ
れ
、
様
々
な
上
清
経
の
出
虞
と
も
な
っ

て

い
た

㈱。

特
に

『
黄

庭

内
景
経
』
は
、
『
眞
詰
』
に
「
橡
（
許
翻
）
魏
傳
中
の
黄
庭
経
を
抄
す
」
（
巻
二
＋
翼
眞
検
）
と
あ
る
よ
う

に
、
許
醐
に
よ
っ
て
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
か
ら
⑳
爲
さ
れ
て
、
始
め
て
軍
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
Q
。
こ
の
こ
と
は
『
黄
庭
外

景

経
』
に
な
い
『
黄
庭
内
景
経
』
の
新
し
い
側
面
を
考
え
る
際
に
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
が
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
こ
と
を
物
語
る

と
同
時
に
、
『
黄
庭
内
景
経
』
の
請
経
法
の
形
成
に
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
が
決
定
的
な
影
響
を
與
え
た
可
能
性
を
示
す
。

　

し
か
し
現
在
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
は
散
侠
し
、
『
太
平
御
覧
』
、
『
太
平
廣
記
』
、
顔
眞
卿
（
？
ー
七
八
五
）
の
「
晋
紫
虚
元
君

領
上

眞
司
命
南
嶽
夫
人
魏
夫
人
仙
壇
碑
銘
」
（
以
下
「
魏
夫
人
仙
壇
碑
銘
」
と
略
稻
）
等
に
概
略
の
筋
書
き
が
博
わ
り
、
『
登
眞
隠
訣
』

や

『
眞
詰
』
に
侠
文
（
恐
ら
く
原
文
に
近
い
も
の
）
を
散
見
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
魏
夫
人
仙
壇
碑
銘
」
所
引
の
『
南
嶽

魏
夫
人

内
傳
』
の
侠
文
か
ら
『
黄
庭
内
景
経
』
と
か
か
わ
る
箇
所
を
拾
い
上
げ
、
『
黄
庭
内
景
経
』
の
講
経
法
に
關
す
る
手
が
か

り
を
探
っ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
は

幼
彦
（
魏
夫
人
の
夫
）
後
に
脩
武
令
と
爲
り
、
夫
人
は
心
に
幽
璽
を
期
し
、
精
誠
苦
だ
蓋
す
。
子
息
の
粗
ぼ
立
つ
る
に
逮
び
、

乃

ち
室
宇
を
離
隔
し
、
別
寝
に
齋
し
、
清
脩
す
る
こ
と
百
日
、
忽
ち
太
極
眞
人
の
安
度
明
、
東
華
大
神
の
方
諸
青
童
、
扶
桑

碧
河
湯
谷
神
壬
景
林
眞

人
、
小
有
仙
王
清
虚
眞
人
王
褒
の
來
降
す
る
有
り
。
褒
　
夫
人
に
謂
ひ
て
日
く
、
「
聞
く
な
ら
く
、
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お
さ
　
　
　
　
　
　
お
　
コ
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
お
　
サ
　
コ

子
は

密

か
に

眞
氣
を
緯
む
、
と
。
太
帝
君
　
我
に
敷
し
て
子
に
神
眞
の
道
を
授
け
し
む
」
と
。
青
童
日
く
、
「
清
虚
は
爾
の

師

な
り
」
と
。
…
…
是
に
於
い
て
、
景
林
又
た
夫
人
に
「
黄
庭
内
景
経
」
を
授
け
、
書
夜
に
請
讃
せ
し
む
る
こ
と
萬
遍
、
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き

て

乃

ち
鬼
神
を
洞
観
す
。
此
れ
乃
ち
不
死
の
道
な
り
。
…
…
王
君
乃
ち
夫
人
の
向
に
授
か
る
所
の
書
、
存
思
の
指
掃
、
實
経

の
節

度
、
行
事
の
口
訣
を
解
語
し
、
諸
の
要
　
粗
ぼ
詑
り
、
徐
う
に
乃
ち
別
れ
去
る
。

幼
彦
後
爲
脩
武
令
、
夫
人
心
期
幽
璽
、
精
誠
苦
蓋
。
逮
子
息
粗
立
、
乃
離
隔
室
宇
、
齋
干
別
寝
、
清
脩
百
日
、
忽
有
太
極
眞
人
安
度
明
、
東

華
大
神
方
諸
青
童
、
扶
桑
碧
河
湯
谷
神
王
景
林
眞
人
、
小
有
仙
王
清
虚
眞
人
王
褒
來
降
。
褒
謂
夫
人
日
、
聞
子
密
緯
眞
氣
。
太
帝
君
敷
我
授

子
神

眞
之
道
。
青
童
日
、
清
虚
爾
之
師
也
。
…
…
於
是
、
景
林
又
授
夫
人
黄
庭
内
景
経
、
令
書
夜
諦
讃
萬
遍
、
得
乃
洞
観
鬼
神
。
此
乃
不
死

之

道

也
。
…
：
・
王
君
乃
解
語
夫
人
向
所
授
書
、
存
思
指
蹄
、
賓
経
節
度
、
行
事
口
訣
、
諸
要
粗
詑
、
徐
乃
別
去
。
（
『
顔
魯
公
文
集
』
巻
九
晋

紫

虚
元
君
領
上
眞
司
命
南
嶽
夫
人
魏
夫
人
仙
壇
碑
銘
）
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右
に

掲

げ
た
内
容
か
ら
は
ま
ず
、
「
四
極
明
科
請
黄
庭
経
法
」
に
あ
っ
た
「
扶
桑
大
帝
陽
谷
神
王
」
に
つ
い
て
、
ま
た
陶
弘
景

が

「
黄
庭
内
景
経
序
」
と
か
か
わ
っ
て
言
及
し
た
「
神
王
」
「
王
君
」
に
つ
い
て
の
情
報
が
得
ら
れ
る
。
雨
神
は
い
ず
れ
も
魏
夫

人
に

修
行
に

關
す
る
口
訣
を
授
け
る
師
に
當
る
。
「
王
君
」
は
魏
夫
人
の
師
、
清
虚
眞
人
王
褒
の
こ
と
、
「
神
王
」
は
清
虚
眞
人
に

命

じ
て
魏
夫
人
に
「
黄
庭
内
景
経
」
を
樽
授
さ
せ
た
太
帝
君
、
す
な
わ
ち
扶
桑
碧
河
湯
谷
神
王
（
‖
景
林
眞
人
）
を
指
す
。
こ
の

「
扶
桑
碧
河
湯
谷
神
王
景

林

眞
人
」
と
い
う
神
格
は
「
四
極
明
科
訥
黄
庭
経
法
」
に
お
い
て
東
向
拝
禮
す
る
「
太
帝
」
と
さ
れ
て

い
た

が
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
神
格
で
あ
ろ
う
か
。

　
扶
桑
大
帝

と
湯
谷
神
王
（
以
下
原
文
以
外
は
、
「
腸
谷
」
は
「
湯
谷
」
と
統
一
す
る
）
は
、
あ
る
い
は
一
つ
の
神
格
と
さ
れ
た
り
、
あ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
い
は
二
つ
の
神
格
と
さ
れ
た
り
す
る
が
、
こ
れ
は
『
山
海
経
』
の
「
湯
谷
の
上
に
扶
桑
有
り
、
十
日
の
浴
す
る
所
、
黒
歯
の
北

に

在

り
。
水
中
に
居
り
、
大
木
有
り
、
九
日
は
下
枝
に
居
り
、
一
日
は
上
枝
に
居
る
」
Q
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
扶
桑
は
遠
い

東

の

海
に

浮

か

ぶ
、
十
個
の
太
陽
を
持
つ
木
で
あ
り
、
そ
の
根
を
湯
谷
に
沈
め
て
い
る
が
、
十
個
の
太
陽
の
う
ち
九
つ
は
湯
浴
み

さ
せ
、
　
一
つ
の
み
を
昇
ら
せ
る
。
扶
桑
大
帝
は
こ
の
扶
桑
を
治
め
る
神
で
あ
り
、
湯
谷
神
王
は
、
扶
桑
が
根
づ
い
て
い
る
湯
谷
、

す

な
わ
ち
「
太
陽
が
湯
浴
み
す
る
谷
」
二
賜
谷
」
の
場
合
は
「
太
陽
の
谷
」
の
意
）
を
司
る
神
と
し
て
想
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
太
陽
が
昇
っ
て
く
る
東
海
の
神
木
で
あ
る
扶
桑
と
、
太
陽
の
谷
で
あ
る
湯
谷
（
暢
谷
）
は
、
い
ず
れ
も
「
光
輝
の
大
本
」

の

象
徴
で
あ
り
、
「
景
林
」
も
景
、
す
な
わ
ち
光
の
溢
れ
る
林
で
あ
る
か
ら
¢
、
十
日
を
持
つ
扶
桑
と
同
様
の
象
徴
で
あ
る
。

　
楊

義
の
筆
跡
を
残
し
て
い
る
と
さ
れ
る
「
黄
素
黄
庭
経
」
は
「
太
帝
の
内
書
、
湯
谷
の
陰
に
藏
す
」
と
題
さ
れ
て
い
る
（
〔
圖
二
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
照
）
鮒
・
　
　
　
　
　
の
象
徴
が
そ
の
ま
ま
用
い

〔
圖
二
〕
戯
鴻
堂
帖
所
牧
楊
義
黄
庭
内
景
経

　
　
　
　

こ
の
題
で
は
『
山
海
経
』

ら
れ
、
『
黄
庭
内
景
経
』
は
太
陽
と
と
も
に
湯
谷
に
秘
藏
さ
れ

た
扶
桑
大
帝
の
奥
義
書
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
「
四

極

明
科
講
黄
庭
経
法
」
が
扶
桑
大
帝
を
東
に
配
當
し
た
の
は
、

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
六
朝
末
期

に

實
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
上
清
経
目
に
お
い
て
『
黄
庭
内

景

経
』
は
、
「
紫
虚
元
君
南
嶽
上
眞
魏
夫
人
在
世
受
経
限
」
と
し

て

「
上
清
太
上
黄
庭
内
景
玉
経
太
帝
内
書
一
春
」
（
『
三
洞
奉
道
科

戒

儀

範
』
巷
五
）
と
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
経
名
は
『
魏
夫
人
内
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傳
』
の
筋
書
き
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
、
太
上
道
君
が
著
し
、
扶
桑
大
帝
の
内
書
と
さ
れ
た
『
黄
庭
内
景
経
』
の
位
相
を
明
確
に
表
し
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
黄
庭
内
景
経
』
は
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
と
不
可
分
の
關
係
を
持
ち
、
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
に
基
づ
い
て
讃
ま
れ

た

と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
第
十
七
章
の
「
是
昔
太
上
告
我
者
」
の
一
句
が
、
湯
谷
神
王
か
ら
魏
華
存
へ
の
「
黄
庭
内
景
経
」
博

授

と
い
う
文
脈
で
解
稗
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
そ
れ
を
検
討
す
る
前
に
『
黄
庭
内
景
経
』
の
言
葉
づ
か
い
に
つ
い
て
付
言
し

て

お

き
た
い
。
「
外
景
経
」
、
「
内
景
経
」
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
『
黄
庭
経
』
の
濁
特
な
言
葉
づ
か
い
と
し
て
、
一
人
稻
代
名
詞
の
「
我
」

「
吾
」
、
二
人
稻
代
名
詞
の
「
子
」
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
『
黄
庭
経
』
が
口
訣
、
す
な
わ
ち
師
か
ら
弟
子
へ
の
お
告
げ
や
、
神

に

封
す

る
祝
願
文
か
ら
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
讃
請
お
よ
び
瞑
想
の
流
れ
に
お
い
て
封
話
な
い
し
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
敷

果

を
出
す
と
考
え
ら
れ
る
Q
。

　
さ
て
問
題
の
第
十
七
章
は
「
是
れ
昔
　
太
上
　
我
に
告
ぐ
る
も
の
」
と
あ
る
。
こ
の
部
分
の
梁
丘
子
注
は
「
我
と
は
扶
桑
太
帝
君
自

ら
謂
ふ
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
我
が
道
成
り
、
昔
道
君
授
く
る
に
黄
庭
の
術
を
以
て
す
る
を
承
く
る
な
り
」
と
あ
り
、
「
黄
庭
内
景
経
」

は

「
太

上
」
が
「
我
」
す
な
わ
ち
扶
桑
大
帝
に
授
け
た
経
典
で
あ
る
、
と
扶
桑
大
帝
が
み
ず
か
ら
修
行
者
に
向
け
て
襲
話
す
る
場
面
と

解
稗
す

る
。
こ
の
箇
所
の
前
後
お
よ
び
経
文
全
腰
を
見
て
も
、
「
我
」
を
扶
桑
大
帝
と
解
稗
で
き
る
手
が
か
り
は
見
當
た
ら
な
い
が
。
、

こ
の
「
告
」
の
傳
授
關
係
は
、
最
初
の
啓
示
者
で
あ
る
「
太
上
」
と
、
襲
話
者
の
「
我
」
、
そ
し
て
そ
の
お
告
げ
を
聞
く
も
の
の
三
者

で
成

り
立
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
三
者
の
關
係
を
梁
丘
子
は
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
の
「
黄
庭
内
景
経
」
傳
授
の
文
脈
に
置
き
、
「
我
」

を
扶
桑
大
帝
と
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
太
上
」
は
『
黄
庭
内
景
経
』
の
第
一
章
で
い
う
、
「
黄
庭
内
景
経
」
を
著

し
た
神
の
太
上
道
君
で
あ
り
、
扶
桑
大
帝
（
1
1
湯
谷
神
王
）
は
『
南
嶽
魏
夫
人
内
樽
』
で
魏
華
存
に
「
黄
庭
内
景
経
」
を
與
え
た
神
で
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あ
る
。
す
る
と
、
『
黄
庭
内
景
経
』
を
讃
む
修
行
者
は
次
の
よ
う
な
系
譜
の
中
に
入
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

太
上
道
君
↓
扶
桑
大
帝
↓
魏
華
存
、
あ
る
い
は
讃
調
者

　
こ

の

よ
う
な
構
造
に
お
い
て
『
黄
庭
内
景
経
』
の
讃
請
者
が
、
魏
華
存
の
神
秘
的
な
経
典
傳
授
の
話
に
自
分
自
身
を
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ

プ

さ
せ
て
調
経
を
行
う
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
し
て
太
上
道
君
と
扶
桑
大
帝
の
雨
神
格
は
、
前
に
掲
げ
た
第
三
十

六
章

の

「
十

讃
四
拝
朝
太
上
、
先
謁
太
帝
後
北
向
」
に
み
え
る
よ
う
に
、
諦
経
に
伴
う
拝
禮
儀
式
の
中
核
を
な
し
て
い
た
。
『
南
嶽
魏

夫
人

内
博
』
を
参
照
す
れ
ば
、
こ
の
禮
拝
法
は
、
傳
経
の
師
に
あ
た
る
扶
桑
大
帝
を
先
に
拝
禮
し
、
そ
の
後
、
経
典
の
由
來
す
る
と
こ

ろ
の
太
上
道
君
に
拝
禮
す
る
も
の
で
あ
る
。
太
上
道
君
が
北
に
配
當
さ
れ
る
の
は
、
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
に
お
い
て
魏
夫
人
が
昇
仙

す

る
場
面
で
「
北
の
か
た
上
清
宮
に
詣
る
」
と
あ
り
、
太
上
道
君
を
は
じ
め
と
し
て
衆
眞
の
集
う
上
清
宮
が
北
天
に
想
定
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
。

　
以
上

で
考
察

し
た
よ
う
に
、
『
黄
庭
内
景
経
』
の
訥
経
儀
式
は
、
「
黄
庭
内
景
経
」
を
著
し
た
上
清
天
の
太
上
道
君
と
、
人
間
界

に

「
黄
庭
内
景
経
」
を
傳
え
た
扶
桑
大
帝
に
封
す
る
拝
禮
法
を
設
け
、
魏
夫
人
の
修
行
を
聖
な
る
模
範
と
し
、
そ
れ
に
修
行
者
を

同
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
か
か
る
六
朝
時
代
の
『
黄
庭
内
景
経
』
の
修
行
法
は
、
い
ず
れ
も
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』

に

登
場
す

る
眞
人
の
口
訣
を
名
乗
り
、
そ
の
神
聖
性
を
修
行
法
の
権
威
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
陶
弘
景
は
、
湯
谷
神
王
と
清
虚
眞
人
に
よ
る
眞
正
な
修
行
法
が
「
眞
本
」
と
し
て
「
黄
庭
内
景
経
序
」
に
備
わ
っ
て
い
る
と
断

言

し
た
。
陶
弘
景
の
認
め
る
と
こ
ろ
の
眞
本
は
、
前
述
し
た
通
り
楊
義
と
許
氏
父
子
、
三
人
の
手
稿
の
み
で
あ
る
。
『
黄
庭
内
景
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経
』
が
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
か
ら
抄
出
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
魏
夫
人
に
降
臨
し
た
両
神
格
の
口
訣
が
あ
る
と
さ

れ

る
「
黄
庭
内
景
経
序
」
も
、
直
接
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
か
ら
由
來
す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
す
く
な
く
と
も
、
そ
の
「
黄

庭

内
景
経
序
」
が
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
や
許
誰
ら
の
修
行
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

二
　

二

つ
の
序
文

　
現
行

『
黄
庭

内
景
経
』
は
道
藏
本
と
雲
笈
七
籔
本
、
い
ず
れ
も
長
い
序
文
を
載
せ
る
。
道
藏
本
『
黄
庭
内
景
玉
経
註
』
三
春
（
洞

玄
部
玉
訣
類
）
に
は
「
黄
庭
内
景
玉
経
訣
」
と
題
す
る
も
の
が
付
さ
れ
、
こ
こ
に
梁
丘
子
の
序
と
と
も
に
、
『
黄
庭
内
景
経
』
の
由

來

と
別
稻
、
経
典
の
傳
授
科
儀
、
請
経
の
方
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
容
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
注
稗
者
で
あ
る
梁
丘
子
の

序

と
し
て
認
識
さ
れ
が
ち
だ
が
、
『
雲
笈
七
籔
』
所
収
（
巻
十
一
・
巻
十
二
）
の
『
上
清
黄
庭
内
景
経
』
と
見
比
べ
る
と
、
そ
う
は

考

え
ら
れ
な
い
。
配
列
順
序
は
異
な
る
が
、
同
じ
内
容
が
雲
笈
七
籔
本
で
は
「
梁
丘
子
注
稗
叙
」
と
「
務
成
子
注
叙
」
と
題
し
、

二

つ
の

序
文

と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
善
本

と
し
て
使
わ
れ
る
雲
笈
七
籔
本
『
上
清
黄
庭
内
景
経
』
は
務
成
子
注
（
唐
末
ー
宋
初
？
）
と
し
て
知
ら
れ
、
道
藏
本
『
黄
庭

内
景
玉
経
註
』
は
現
存
最
古
の
注
で
あ
る
梁
丘
子
（
白
履
忠
、
唐
開
元
年
間
、
八
世
紀
初
）
白
注
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
務
成
子
注
」

は

第
一
章
と
第
二
章
が
梁
丘
子
注
と
異
な
る
の
み
で
、
他
の
章
は
梁
丘
子
注
を
そ
の
ま
ま
載
せ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
務
成

子

注

叙
」
は
、
道
藏
本
「
黄
庭
内
景
玉
経
訣
」
か
ら
「
梁
丘
子
注
稗
叙
」
部
分
（
B
）
を
除
い
た
部
分
（
A
）
に
注
を
施
し
た
も

の

で

あ
り
、
も
し
雲
笈
七
籔
本
を
「
務
成
子
注
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
務
成
子
が
精
力
的
に
注
を
施
し
た
の
は
本
文
で
は
な
く
、
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む

し
ろ
序
文
の
ほ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
務
成
子
注
叙
」
の
後
ろ
に
は
『
黄
庭
内
景
経
』
の
題
名
を
解
説
し
た
「
稗
題
」
と
「
訥
黄

庭

内
景
経
訣
」
が
、
巻
十
二
の
末
に
は
「
推
請
黄
庭
内
景
経
法
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
「
調
黄
庭
内
景
経
訣
」
は
、
前
節
に
掲
げ

た

「

四
極
明
科
請
黄
庭
経
法
」
と
同
文
で
あ
り
、
「
推
講
黄
庭
内
景
経
法
」
は
『
四
極
明
科
』
巻
四
・
巻
五
に
見
え
る
『
黄
庭
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

景

経
』
及
び
上
清
経
一
般
の
諦
経
法
に
、
『
登
眞
隠
訣
』
所
収
「
請
黄
庭
経
法
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
「
存
神
別
法
」
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
雲
笈
七
識
本
の
「
務
成
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注
」
は
、
『
黄
庭
内
景
経
』
の
諦
経
法
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
強
く
、
六
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

時

代

の

種
々

の

諦
経
法

を
網
羅
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
に
道
藏
所
収
「
黄
庭
内
景
玉
経
訣
」
の
全
文
を
畢
げ
、
二
つ
の
序
に
つ
い
て
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

討
す

る
こ
と
と
し
た
い
。
配
列
順
序
は
道
藏
本
に
從
う
。
「
黄
庭
内
景
玉
経
訣
」
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雲
笈

七
籔
本

の

題

名
を
借
り
て
表
記
す
る
と
、
A
「
務
成
子
注
叙
」
部
分
、
B
「
梁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丘

子
注

稗

叙
」
部
分
に
匿
切
る
こ
と
が
で
き
る
。
雲
笈
七
籔
本
の
「
澤
題
」
は
、
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藏
本

で
は

『
黄
庭
内
景
玉
経
註
』
巻
上
の
始
め
に
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

C
と
す
る
。
A
の
部
分
に
は
割
り
注
が
含
ま
れ
て
お
り
、
三
つ
の
段
落
に
分
け
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
が
、
こ
れ
ら
を
①
②
③
と
す
る
。
な
お
雲
笈
七
籔
本
の
①
②
③
は
務
成
子
の
注
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

付
載

す

る
が
、
比
較
の
便
を
は
か
っ
て
載
せ
な
か
っ
た
。
以
上
を
簡
略
に
表
に
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ば

〔
表
一
〕
の
よ
う
に
な
る
。
次
は
「
黄
庭
内
景
玉
経
訣
」
の
全
文
で
あ
る
。

　
　
　
　
〔
表
一
〕
二
つ
の
序
文

雲笈七籔巻十一 道藏洞玄部玉訣類

上清黄庭内景経 黄庭内景玉経訣

C　　　　　　A　B C　　B　　　　　　A
繹③②①務梁 ＿，＿③②①＿
題＋＋＋成丘 稗i梁　　　　　務

務務務子子 題i丘　　　　　成
成成成注注 ）’ 子　　　　　子

子子子叙繹 注　　　　　注
注注注　　叙 鐸　　　　　叙

叙　　　　　）
）
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黄
庭
内
景
玉
経
訣

A
　
①
扶
桑
大

帝
君
命
腸
谷
神
仙
王
傳
魏
夫
人
養
。

　
　
黄
庭
内
景
玉
経
者
、
　
一
名
太
上
琴
心
文
。
舗
、
抑
也
ポ

　
醐
㍉
細
仙
哩
一
名
大
帝
金
書
。
驚
駄
鷲

　
斑
　
盤
鍋
弔
一
名
東
華
玉
篇
。
籠
㌍
講

　
肋
錆
は
逗
嫡
咋
串
之
茨
担
が
註
馴
い
浩
當
清
齋
九

　
十

日
、
調
之
萬
過
、
使
調
和
三
魂
、
制
錬
七
塊
、
除
去

　
三

　
、
安
和
六
府
、
五
藏
生
華
、
色
反
嬰
核
。
百
病
不

　
能

傷
、
災
害
不
得
干
。
萬
過
既
畢
、
自
然
洞
観
鬼
神
、

　

内
視
腸
胃
、
得
見
五
藏
。
其
時
當
有
黄
庭
眞
人
、
東

　

華
玉
女
、
教
子
之
神
仙
焉
。
此
文
不
死
之
道
也
。
子

　

有
仙
相
、
得
吾
此
書
也
。
此
文
羅
列
一
形
之
神
室

　
虚
、
胎
神
之
所
在
耳
。
恒
調
詠
之
者
、
則
神
室
明
正
、

　
胎

眞
安
寧
、
璽
液
流
通
、
百
關
調
暢
、
血
髄
充
溢
、
腸

　

胃
虚
盈
、
五
藏
結
華
、
耳
目
聰
明
、
白
髪
還
黒
、
朽
歯

　
更

生
。
所
以
却
邪
病
之
紛
若
者
、
謂
我
已
得
魂
精

　
六

緯
之

姓

名
也
。
形
充
神
寧
、
而
日
欲
死
、
不
可
得

也
。
故
日
、
内
景
黄
庭
爲
不
死
之
道
。
受
者
齋
九
日
、

或
七
日
、
或
三
日
、
然
後
受
之
。
授
者
爲
師
、
受
者
奉

焉
。
結
盟
立
誓
、
期
以
勿
泄
。
古
者
、
盟
用
玄
雲
之
錦

九

十

尺
、
金
簡
鳳
文
之
羅
四
十
尺
、
金
鉦
九
讐
、
以

代

割
髪
敵
血
不
泄
之
約
。
此
物
是
神
郷
之
奇
畠
、

非

赤
縣
之
所
有
也
。
今
錦
可
用
白
絹
、
羅
可
用
青

布
、
鉦
可
用
金
鎧
、
亦
足
以
誓
信
九
天
、
制
告
三
官

　
。
皆
奉
有
経
之
師
。
散
之
寒
栖
、
違
盟
負
誓
、
七
祖

受
考
於
湯
谷
河
源
、
身
爲
考
鬼
於
風
刀
也
。
ら
玲
榊

ほ
　
②
一
人
受
書
、
得
博
九
人
。
審
視
形
氣
、
必
慈
仁

忠

信
、
耽
玄
注
眞
者
、
不
殿
眞
正
、
敬
樂
神
仙
、
乃
可

示

耳
。
非
其
才
、
是
爲
漏
泄
。
謹
量
可
授
、
亦
誠
難
也
。

又
先

求

感

雁
、
推
訊
虚
璽
者
、
乃
佳
也
。
審
可
傳
者
、

亦
將
夢
以

告

悟
。
臨
時
之
宜
、
亦
玄
解
於
心
芙
。
宣

泄

之
科
既
重
、
傳
之
者
良
爲
瞼
繊
。
有
黄
庭
内
経

之

子
、
寧
不
愼
密
之
哉
。
認
“
灯
ぱ
ボ
舗
韻

之
金
書
、
錬
眞

之
秘
言
也
．
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③

讃
黄
庭
内
景
経
者
、
常
在
別
室
、
焼
香
潔
盛
、
乃
執

　
之

也
。
諸
有
此
経
、
辟
百
邪
。
若
入
山
林
及
空
暗
之

　
地
、
心
中
震
怖
者
、
正
心
向
北
、
讃
内
経
一
過
、
即
神

　
静
意

平
、
如
與
千
人
同
旅
而
止
。
能
讃
之
萬
過
、
自

　
見

五
藏
腸

胃
、
及
天
下
鬼
神
、
役
使
在
己
。
若
困
病

　
者
、
心
存
讃
之
、
垂
死
亦
愈
。
大
都
忌
食
六
畜
・
魚
躁
・

　
五

辛
、
掩
湾
之
事
。
若
脱
履
之
者
、
沐
浴
盟
漱
、
焼
香

　
於

左

右
、
讃
経
一
過
、
百
病
除
也
。
柘
蜘
縛
ピ
⊇

　
過
乃
眠
、
使
人
魂
塊
自
制

　
錬
．
得
三
四
過
乃
佳
也
。

B
　
夫
萬
法
以
人
爲
主
、
人
則
以
心
爲
宗
。
無
主
則
法

　
不

生
、
無
心
則
身
不
立
。
心
法
多
門
、
取
用
非
一
。
有

　
無

二

髄
、
随
事
磨
機
。
故
有
凡
聖
淺
深
、
愚
智
眞
假
、

　
莫
匪
心
神
辮
識
運
用
之
所
由
也
。
但
天
下
之
道
、

　
殊
塗
而

同
婦
、
百
慮
而
一
致
。
從
塵
入
妙
、
権
實
則

有

二

階
、
胞
跡
符
眞
、
是
非
同
乎
一
見
有
。
黄
庭
内

　
景
経
者
、
東
華
之
所
秘
也
。
誠
學
仙
之
要
妙
、
羽
化

　
之

根

本
。
余
壁
習
未
周
、
而
観
想
粗
得
。
裁
霞
萬
品
、

　

模

擬
一
形
。
義
有
四
宗
、
會
明
七
字
。
指
事
象
諭
、
内

　

外
雨

言
。
紬
聰
鷹
髄
之
鯨
、
任
嘘
從
咽
之
暇
、
舐
筆

　

磨

墨
、
轍
胎
原
笠
。

　

黄
庭
内
景
玉
経
註
巻
上

　
　
　
　
梁

　
　
　
丘
　
　
　
子
　
　
　
註

C
　
黄
者
中
之
色
也
。
庭
者
四
方
之
中
也
。
外
指
事

　
即

天

中
入
中
地
中
。
内
指
事
即
脳
中
心
中
脾

　

中
。
故
日
黄
庭
。
内
者
心
也
。
景
者
象
也
。
外
象
諭

　
即

日
月
星
辰
雲
霞
之
象
也
。
内
象
諭
即
血
肉

　
筋

骨

臓
胴
之

象
也
。
心
居
身
内
、
存
観
一
聰
之

　
象

色
。
故
日
内
景
也
。

普

こ
の
十
五
字
は
道
藏
本
に
な
い
が
、
『
郡
齋
讃
書
志
』
と
雲
笈
七
籔

本
に

よ
っ
て
、
元
來
あ
っ
た
も
の
と
し
て
書
き
加
え
た
。

‡
「
仙
」
は
も
と
「
山
」
に
作
る
が
、
人
偏
が
摩
滅
し
た
よ
う
に
右

に

寄
っ
て
お
り
、
雲
笈
七
籔
本
に
從
っ
て
「
仙
」
と
改
め
た
。
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ま
ず
、
内
容
の
面
に
お
い
て
A
と
B
を
讃
み
比
べ
て
み
る
と
、
A
は
『
黄
庭
内
景
経
』
の
由
來
と
別
稻
、
調
経
の
霞
験
、
修
行

と
傳
授
に
際
し
て
の
禁
忌
や
規
定
、
請
経
法
を
説
く
口
訣
の
類
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
B
は
存
思
を
心
神
辮
識
の
運
用
に
よ

っ

て

説

明
し
、
内
景
経
の
描
鴬
を
「
指
事
」
と
「
象
諭
」
と
い
う
原
則
で
理
解
す
る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
ま
さ
し
く
注
稗
者
の

序
に

相
當
す
る
も
の
で
あ
る
。
。
文
髄
の
面
に
お
い
て
は
、
B
は
『
易
』
の
文
句
が
し
ば
し
ば
出
て
く
る
理
知
的
な
も
の
で
あ
り
、

か

つ

「
余

の

壁

習
す
る
こ
と
未
だ
周
ね
か
ら
ざ
る
も
、
観
想
し
粗
ぼ
得
た
り
」
の
よ
う
に
謙
遜
の
言
葉
を
ま
じ
え
て
い
る
が
、
A

は

「
子
は

仙
相
有
り
て
、
吾
が
此
の
書
を
得
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
生
々
し
い
口
訣
風
の
も
の
で
あ
り
、
両
者
が
同
じ
著
者
に

よ
る
も
の
で
あ
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
両
序
は
す
べ
て
梁
丘
子
の
序
文
と
し
て
認
識
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
、

次
の
『
郡
齊
讃
書
志
』
の
記
事
が
畢
げ
ら
れ
る
。

黄
庭
内
景
経
　
巻
。
右
「
大
帝
内
書
、
藏
陽
谷
陰
」
と
題
す
。
三
十
六
章
、
皆
七
言
の
韻
語
な
り
。
梁
丘
子
叙
に
云
ふ
、
「
扶

桑
大

帝
　
腸
谷
神
王
に
命
じ
て
魏
夫
人
に
傳
へ
し
む
。
一
名
、
東
華
玉
篇
な
り
（
A
）
。
黄
と
は
中
央
の
色
、
庭
と
は
四
方

の

中
。
外
に
指
す
事
は
即
ち
天
人
地
な
り
。
内
に
指
す
事
は
即
ち
肺
心
脾
の
中
な
り
。
故
に
黄
庭
内
景
と
日
ふ
」
と
（
C
）
。

黄
庭
内
景
経
一
巻
。
右
題
大
帝
内
書
、
藏
陽
谷
陰
。
三
十
六
章
、
皆
七
言
韻
語
。
梁
丘
子
叙
云
、
扶
桑
大
帝
命
陽
谷
神
王
傳
魏
夫
人
。
一
名

東

華
玉
篇
。
黄
者
中
央
之
色
、
庭
者
四
方
之
中
。
外
指
事
即
天
人
地
、
内
指
事
即
肺
心
脾
中
。
故
日
黄
庭
内
景
。
（
『
郡
齋
讃
書
志
』
春
十
六

神
仙
類
）
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こ

こ
に
引
用
さ
れ
た
部
分
は
A
と
C
の
一
部
で
あ
り
、
こ
の
記
事
を
見
る
限
り
は
、
「
黄
庭
内
景
玉
経
訣
」
の
す
べ
て
が
注
鐸

者

の

梁
丘

子

の

も
の
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
雲
笈
七
籔
本
で
は
、
「
梁
丘
子
注
繹
叙
」
と
題
さ
れ
た
の
は
B
の
み
で
あ

り
、
A
は
「
務
成
子
注
叙
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
雲
笈
七
籔
本
で
は
A
が
「
務
成
子
注
叙
」
と
匿
別
さ
れ
て
い
る
の
に
封

し
て
、
晃
公
武
は
A
・
B
・
C
を
す
べ
て
梁
丘
子
の
序
文
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
そ
れ
は
、
晃
公
武
が
見
た
テ
キ
ス
ト

で

は
、
こ
れ
ら
の
文
章
が
匿
別
さ
れ
ず
に
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
以

下

で

は

A
の

①
②
③

を
便
宜
上
「
玉
経
訣
」
と
呼
び
、
「
玉
経
訣
」
が
例
の
「
黄
庭
内
景
経
序
」
と
ど
の
よ
う
な
關
係
に
あ

る
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
ま
ず
『
黄
庭
内
景
経
』
に
は
請
経
法
を
含
む
序
が
あ
り
、
そ
の
序
は
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』

か

ら
由
來
し
た
可
能
性
が
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
玉
経
訣
」
は
「
扶
桑
大
帝
君
、
暢
谷
神
仙
王
に

命

じ
て
魏
夫
人
に
傳
へ
し
む
」
と
始
ま
り
、
①
の
割
り
注
に
「
湯
谷
神
仙
王
口
訣
」
、
②
の
割
り
注
に
「
清
虚
眞
人
口
訣
」
と
あ

り
、
一
見
し
て
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
と
の
強
い
繋
が
り
を
示
す
。
務
成
子
も
こ
こ
に
「
陽
谷
神
王
は
當
に
是
れ
大
帝
の
臣
な
る

べ

し
。
此
の
経
を
授
く
る
の
時
、
青
童
君
と
倶
に
來
た
り
。
夫
人
は
初
め
修
武
縣
中
に
在
る
な
り
」
白
と
注
し
、
こ
の
序
を
『
南

嶽
魏
夫
人

内
傳
』
の
文
脈
に
蹄
属
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
①
②
を
総
括
す
る
箇
所
に
あ
る
次
の
注
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、

さ
ら
に
「
玉
経
訣
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
示
唆
す
る
言
及
が
あ
る
。
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「
清
虚

眞
人
口
訣
。
夫
れ
内
景
黄
庭
経
と
は
、
扶
桑
太
帝
君
の
金
書
、
錬
眞
の
秘
言
な
り
」
。
二
十
六
字
、
本
経
に
注
ナ
る

所
な
り
。
案
ず
る
に
此
の
二
篇
、
是
れ
博
授
の
科
格
を
説
く
。
扶
桑
・
東
華
の
金
書
・
玉
宇
の
本
文
に
非
ず
。
止
だ
是
れ
一
．
一

匠
の
南
眞
に
授
ぐ
る
時
の
口
訣
な
る
の
み
。
故
に
題
・
注
を
拉
べ
て
之
を
言
ふ
な
り
。



清
虚

眞
人
口
訣
。
夫
内
景
黄
庭
経
者
、
扶
桑
太
帝
君
之
金
書
、
錬
眞
秘
言
　
。
二
十
六
字
本
経
所
注
。
案
此
二
篇
、
是
説
樽
授
科
格
。

桑
東

華
金
書
玉
字
本
文
。
止
是
二
匠
授
南
眞
時
口
訣
。
故
拉
題
注
言
之
也
。
（
『
雲
笈
七
籔
』
巻
十
一
上
清
黄
庭
内
景
経
務
成
子
注
叙
）

非

扶

　
務
成

子

は
、
①
と
②
は
南
眞
（
南
嶽
魏
夫
人
）
が
湯
谷
神
王
と
清
虚
眞
人
か
ら
「
黄
庭
内
景
経
」
を
授
け
ら
れ
た
際
に
受
け
た

口
訣
で
あ
る
と
い
い
、
さ
ら
に
は
、
こ
れ
ら
口
訣
を
「
本
文
」
か
ら
匿
別
し
て
い
る
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
務
成
子
の
見
た

『
黄
庭
内
景
経
』
に
は
「
玉
経
訣
」
が
三
十
六
章
の
本
文
と
一
緒
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
そ
し
て
務
成
子
は
「
玉
経
訣
」

の

割

り
注
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
①
②
は
、
魏
夫
人
が
湯
谷
神
王
と
清
虚
眞
人
か
ら
授
け
ら
れ
た
口
訣

で

あ
り
、
「
本
経
」
、
す
な
わ
ち
『
黄
庭
内
景
経
』
に
注
し
た
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
誰
の
口
訣
で
あ
る
か
を
、
「
湯
谷
神
仙
王
口
訣
」
、

「
清
虚

眞
人
口
訣
」
の
よ
う
に
題
し
て
記
し
、
そ
の
口
訣
の
内
容
に
注
を
つ
け
た
の
だ
、
と
。
こ
の
「
何
字
、
本
経
所
注
」
と
い

う
言
い
方
は
「
務
成
子
注
叙
」
で
、
③
を
除
き
（
こ
の
場
合
は
注
を
補
っ
て
い
る
）
、
「
玉
経
訣
」
の
割
り
注
の
部
分
に
封
し
て
す
べ

て

用
い
ら
れ
て
い
る
。
。
　
要
す
る
に
、
務
成
子
の
目
に
し
た
『
黄
庭
内
景
経
』
に
は
、
本
文
以
外
に
注
が
付
記
さ
れ
た
序
が
あ
っ

た

の

で
あ
る
。

　
そ

う
す
る
と
、
第
一
に
、
梁
丘
子
は
「
玉
経
訣
」
の
著
者
で
は
な
い
、
第
二
に
、
務
成
子
が
見
た
『
黄
庭
内
景
経
』
に
は
、
割

り
注
を
含
め
て
「
玉
経
訣
」
が
丸
ご
と
付
い
て
い
た
、
と
い
う
結
論
と
な
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
「
玉
経
訣
」
は
い
つ
の
時
代
ま
で

遡

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

『
無

上
秘

要
』
に
は
「
玉
経
訣
」
と
同
文
が
み
え
、
そ
の
年
代
推
定
に
重
要
な
手
が
か
り
を
あ
た
え
て
く
れ
る
。
『
無
上
秘
要
』

は

北
周

武
帝

（
五
六

〇

ー
七
八
）
の
北
齊
平
定
の
後
に
編
纂
が
始
ま
り
、
晴
の
開
皇
三
年
（
五
八
三
）
に
は
完
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
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「
玉
経
訣
」

A
①
黄
庭
内
景
玉
経
者
。
一
名
太
上
琴
心
文
。

一
名
大
帝
金
書
。
　
一
名
東
華
・
玉
篇
。

受
者
齋
九
日
、
或
七
日
、
或
三
日
、
然
後
受
之
。

授
者
爲
師
、
受
者
奉
焉
。
結
盟
立
誓
、
期
以
勿

泄
。
古
者
、
盟
用
玄
雲
之
錦
九
十
尺
、
金
簡
鳳
文

之

羅

四
十
尺
、
金
鉦
九
隻
、
以
代
割
髪
敵
血
不
泄

之

約
。
此
物
是
神
郷
之
奇
吊
、
非
赤
縣
之
所
有

也
。
今
錦
可
用
白
絹
、
羅
可
用
青
布
、
鉦
可
用
金

鐙
、
亦
足
以
誓
信
九
天
、
制
告
三
官
芙
。
皆
奉
有

経
之
師
。
　
（
下
略
）

（湯
谷
神
王

口
訣
也
）

『無
上
秘
要
』

巻

三
十
　
経
符

異
名
品

一
名
太
上
琴
心
文
。
　
一
名
東
華
玉
篇
。

　
右
出
洞
眞
黄
庭
内
景
経
。

巻
四
十
七
　
受
法
持
齋
品

洞
眞
太
上
黄
庭
内
景
玉
経
。

右
受
者
齋
九
日
、
或
七
日
、
或
三
日
。

巻
三
十

四
　
法
信
品

凡
受
黄
庭
経
者
、
．
経
盟
立
誓
、
期
以
勿
洩
。
古
者
、

用
玄
璽
之
錦
九
十
尺
、
金
簡
文
鳳
之
羅
四
十
尺
、
金

紐
九

竪
、
以
代
割
髪
歓
血
勿
洩
之
約
。
此
物
是
神
郷

之

奇
常
、
非
赤
縣
之
所
有
。
今
錦
可
用
白
絹
、
羅
可

用
青
布
、
鉦
可
用
金
鐙
、
亦
足
誓
信
九
天
、
制
告
三

官
。
皆
奉
有
経
之
師
。

　
右
出
洞
眞
黄
庭
内
景
経
。

〔表

二
〕
「
玉
経
訣
」
と
『
黄
庭
内
景
経
』

た

部
分
と
同
文
が
み
え
、
「
黄
庭
経
」
と
題
さ
れ
、
『
藝
文
類
聚
』
巻
八
十
五
（
布
吊
部
・
羅
）

み

え
る
同
文
は
「
太
上
黄
庭
経
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
「
玉
経
訣
」

か

ら
、
『
無
上
秘
要
』
所
引
の
部

分

は

六

世

紀
後
半
以
前
の
も
の
と

な
る
。
「
玉
経
訣
」
と
『
無
上
秘

要
』
に
み
え
る
同
文
を
封
照
し
た

の
が

〔表

二
〕
で
あ
る
。
〔
表
二
〕

で

明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
玉
経
訣
」

で

「
湯
谷

神
仙

王

口
訣
」
と
題
さ

れ

て

い

る
①
の
文
が
、
『
無
上
秘

要
』
に
は
「
洞
眞
黄
庭
内
景
経
」

　
「
洞
眞
太
上
黄
庭
内
景
経
」
の
題

名
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み

に

『
太

平
御

覧
』
巻
四
百
八
十
（
人

事
部
・
盟
誓
）
・
巻
八
百
十
六
（
布
畠

部
・
羅
）
に
も
『
無
上
秘
要
』
巻

四
十
七
・
巻
三
十
四
に
引
用
さ
れ

と
『
初
學
記
』
巻
二
十
七
（
羅
）
に

　
に

お

い

て

「
湯
谷
神
仙

王

口
訣
」

一 46一



と
題
し
た
①
の
部
分
が
『
無
上
秘
要
』
編
纂
當
時
の
『
洞
眞
黄
庭
内
景
経
』
に
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ

は

現
行
道

藏
本

の

よ
う
に
「
黄
庭
内
景
玉
経
訣
」
と
題
さ
れ
て
経
と
分
離
さ
れ
ず
、
『
洞
眞
黄
庭
内
景
経
』
の
本
文
と
し
て
扱
わ

れ
て

い
た

こ

と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
A
①
の
部
分
は
、
顔
眞
卿
の
「
魏
夫
人
仙
壇
碑
銘
」
、
『
太
平
御
覧
』
と
『
太
平
廣
記
』
所
引
の
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
の

侠
文

と
か
な
り
の
一
致
を
み
せ
る
。
一
致
す
る
部
分
を
畢
げ
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

【
魏
夫
人
仙

壇
碑

銘
】
於
是
、
景
林
又
授
ー
、
令
書
夜
調
讃
、
得
乃
洞
‖
。
此
乃
碧
也
。
（
萢
鴻
爲
立
傳
。
其
略

　
　
　
　
　
　
　
　
　
云
）

【太

　
平

　
御

　
覧
】
於
是
、
景
林
眞
又
授
ー
細
、
一
名
　
　
　
プ
心
、
一
名
大
帝
　
　
、
一
名
　
　
、
　
。
令
書
夜
請
之
。
（
巻
六
百

　
　
　
　
　
　
　
　

七

十

八

　
南
岳
魏
夫
人
内
傳
日
）

【太

平

廣
記
】
於
是
、
景
林
又
授
ー
、
令
書
夜
存
念
、
讃
曇
、
後
乃
能
洞
劃
袖
、
安
適
六
・
、
調
和
＝
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　

華
、
色
反
嬰
弦
、
乃
不
死
之
道
也
。
（
巻
五
十
八
　
出
集
仙
録
及
本
傳
）

【
玉

　
　
経

　
　
訣
】
扶
桑
大
帝
君
命
蝪
谷
神
仙
王
傳
魏
ー
玉
経
者
、
　
一
名
太
　
　
心
文
。
　
一
名
大
　
　
　
。
　
一
名
　
華
、
　
。
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
、
謝
劃
過
、
使
調
璽
魂
、
制
錬
七
塊
、
除
去
三
　
、
安
和
六
府
、
　
　
　
　
、
色
反
嬰
男
。
…
…
萬
過
既
畢
、
自
然

　
　
　
　
　
　
　
　
洞
観
鬼

神
、
内
視
腸
胃
、
得
見
五
藏
。
…
…
此
文
不
死
之
道
也
。
，
（
「
湯
谷
神
仙
王
口
訣
」
）

　

「
魏
夫

人
仙

壇
碑

銘
」
と
諸
類
書
に
み
え
る
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
の
文
は
、
恐
ら
く
『
南
嶽
魏
夫
人
内
博
』
を
要
約
な
い
し
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略
述

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
右
の
封
照
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
①
「
湯
谷
神
仙
王
口
訣
」
の
文
章
と
ほ
ぼ
↓
致
す

る
。
つ
ま
り
「
玉
経
訣
」
の
一
部
は
、
『
無
上
秘
要
』
に
お
い
て
は
『
洞
眞
黄
庭
内
景
経
』
の
文
と
し
て
引
用
さ
れ
、
「
魏
夫
人
仙

壇

碑

銘
」
『
太
平
御
覧
』
『
太
平
廣
記
』
に
お
い
て
は
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
の
文
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事

實
か
ら
「
玉
経
訣
」
は
『
黄
庭
内
景
経
』
の
一
部
で
あ
る
と
同
時
に
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
の
一
部
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
了

解
さ
れ
る
。
こ
の
一
致
關
係
は
ど
う
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

『
黄
庭
内
景
経
』
が
許
翻
に
よ
っ
て
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
か
ら
抄
出
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
に
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
を

勘
案
し
て
推
定
可
能
な
の
は
、
許
翻
が
「
黄
庭
内
景
経
」
を
抄
爲
す
る
際
に
、
そ
れ
と
一
緒
に
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
か
ら
湯
谷

神
王

の

口
訣
と
清
虚
眞
人
の
口
訣
を
抜
き
書
き
し
た
こ
と
で
あ
る
。
「
玉
経
訣
」
の
①
「
湯
谷
神
仙
王
口
訣
」
と
②
「
清
虚
眞
人

口
訣
」
が
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
か
ら
由
來
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
序
文
と
し
て
は
唐
突
な
「
玉
経
訣
」
の
口
訣
風
の
高
麿
的

な
語
調
や
命
令
口
調
も
、
『
南
嶽
魏
夫
人
内
博
』
の
文
脈
に
お
い
て
は
容
易
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
「
玉
経
訣
」
の
す
べ
て
が
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
を
出
庵
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
残
り
の
③
は
「
右
小
君
言
」

と
題
さ
れ
て
い
る
が
、
「
小
君
」
に
あ
た
る
神
格
は
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
に
登
場
し
な
い
の
で
、
③
を
内
傳
と
關
連
づ
け
る
の
は

難

し
い
。
た
だ
、
「
小
君
」
と
は
『
眞
話
』
あ
る
い
は
『
登
眞
隠
訣
』
に
お
い
て
、
許
氏
一
家
に
様
々
な
教
え
を
下
す
三
茅
君
の
一

人

で

あ
る
小
茅
君
（
茅
衷
、
字
思
和
）
が
「
小
君
」
と
記
さ
れ
、
「
右
○
○
言
」
と
は
、
眞
人
た
ち
の
啓
示
を
記
録
す
る
三
君
手
書

の

掲
特

な
書
き
方
で
あ
る
の
で
、
③
も
楊
義
、
許
氏
ら
の
手
稿
と
關
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
③
の
注
「
暮
に
臥
し
先
ず
黄
庭
内
景
経
を
讃
む
こ
と
一
過
に
し
て
乃
ち
眠
れ
ば
、
…
…
三
四
過
を
得
れ
ば
乃
ち
佳
な
り
」
に
、

務
成
子
は

「

山
世
遠
　
孟
先
生
の
法
を
受
け
、
暮
に
臥
し
先
づ
黄
庭
内
景
経
を
讃
む
こ
と
二
遍
に
し
て
乃
ち
眠
れ
ば
、
人
の
魂
塊
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を
し
て
自
ら
制
め
し
む
。
但
だ
此
れ
を
行
ふ
こ
と
二
十
一
年
に
し
て
亦
た
仙
た
り
。
是
れ
萬
過
に
合
す
る
が
爲
な
り
。
夕
に
三
四

過

を
得
れ
ば
乃
ち
佳
な
り
。
北
岳
蒋
夫
人
云
ふ
、
此
の
経
を
讃
め
ば
、
亦
た
人
を
し
て
病
無
か
ら
し
む
。
是
れ
不
死
の
道
な
り
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ

。

と
注
を
補
っ
て
い
る
が
、
こ
の
文
は
『
眞
話
』
巻
九
・
巻
十
五
に
同
文
が
見
え
。
、
務
成
子
は
『
眞
話
』
を
参
照
し
て
③
の
割
り

注
に

省
略

さ
れ
た
部
分
を
補
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
③
の
注
が
『
眞
話
』
の
記
事
を
要
約
し
て
い
る
も
の
な
ら
、
③
の
「
小
君
言
」

も
『
眞
諾
』
か
『
登
眞
隠
訣
』
か
、
ど
ち
ら
か
を
出
虚
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
『
眞
話
』
や
現
行
『
登
眞
隠

訣
』
に
は
こ
の
文
章
が
見
あ
た
ら
な
い
。
こ
の
問
題
に
關
し
て
は
、
黄
伯
思
（
一
〇
七
八
1
一
一
一
八
）
の
「
祓
黄
庭
内
景
経
後
」

が

重
要

な
端
緒
を
提
供
す
る
。

（
前
略
）
魏
傳
の
青
籔
文
に
謂
ふ
所
の
「
起
安
啓
年

文

を
脩
む
べ
し
」
と
は
、
黄
庭
内
景
は
乃
ち
其
の
一
な
り
。 （

興
寧

二

年
）
に
経
乃
ち
始
め
て
傳
ふ
。
道
を
得
た
る
の
子
、
當
に
玉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亦
た

「
琴
心

文
」
と
名
づ
け
、
又
た
「
太
帝
金
書
」
と
名
づ
け
、

又
た

「
東

華
玉
篇
」
と
名
つ
く
。
楊
・
許
　
仙
去
せ
し
よ
り
、
大
い
に
世
に
傳
は
る
。
而
る
に
積
載
既
に
久
し
く
、
樽
慕
に

誤

り
多
し
。
…
…
惟
だ
華
陽
（
陶
弘
景
）
の
『
登
眞
隠
訣
』
に
載
す
る
所
は
、
乃
ち
楊
許
の
奮
本
、
以
て
操
依
す
べ
し
。
今

衆

本

を
参
讐
し
、
而
し
て
『
隠
訣
』
を
以
て
是
正
す
。
眞
語
を
失
は
ざ
る
に
庶
幾
し
云
。

魏

傳
青
錬
文
所
謂
「
起
安
啓
年
経
乃
始
傳
。
得
道
之
子
、
當
脩
玉
文
」
、
黄
庭
内
景
乃
其
一
也
。
亦
名
琴
心
文
、
又
名
太
帝
金
書
、
又
名
東
華

玉

篇
。
自
楊
許
仙
去
、
大
傳
干
世
。
而
積
載
既
久
、
韓
寓
多
誤
。
…
…
惟
華
陽
登
眞
隠
訣
所
載
、
乃
楊
許
盲
本
、
可
以
櫨
依
。
今
参
讐
衆
本
、

而

以

隠
訣
是

正
。
庶
幾
不
失
眞
語
云
。
（
『
東
観
鯨
論
』
巻
下
賊
黄
庭
内
景
経
後
）
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黄
伯
思
は
『
黄
庭
内
景
経
』
の
諸
本
の
中
で
、
楊
義
と
許
氏
父
子
に
よ
る
「
奮
本
」
は
『
登
眞
隠
訣
』
所
収
本
で
あ
り
、
こ
れ

を
も
っ
て
諸
本
を
校
讐
し
た
と
い
う
。
現
行
道
藏
本
の
『
登
眞
隠
訣
』
は
三
巻
の
み
の
残
巻
で
あ
る
が
、
『
奮
唐
書
』
に
記
す
二

＋

五黍
の
『
登
眞
隠
訣
』
⑱
・
あ
る
い
は
陶
弘
景
の
撰
し
た
三
秩
二
＋
四
巻
の
『
登
眞
隠
訣
』
（
『
雲
笈
七
籔
』
誓
七
華
履
居
先

生

本

起
録
）
に
は
お
そ
ら
く
『
黄
庭
内
景
経
』
が
載
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
『
奮
唐
書
』
に
記
す
二
十
五
春
本

の

『
登

眞
隠
訣
』
が
陶
弘
景
の
『
登
眞
隠
訣
』
そ
の
も
の
で
あ
る
と
は
断
言
で
き
な
い
し
、
黄
伯
思
の
見
た
『
黄
庭
内
景
経
』
が
、

陶
弘
景
が
載
せ
た
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
か
ど
う
か
は
確
か
め
よ
う
が
な
い
が
、
少
な
く
と
も
宋
代
ま
で
の
『
登
眞
隠
訣
』
に
『
黄

庭

内
景
経
』
が
牧
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
實
で
あ
ろ
う
。
黄
伯
思
の
祓
文
を
踏
ま
え
る
と
、
特
に
傍
線
を
引
い
た
部
分
は
「
玉

経

訣
」
の
①
に
當
た
る
の
で
、
黄
伯
思
の
み
た
『
登
眞
隠
訣
』
所
収
の
『
黄
庭
内
景
経
』
に
「
玉
経
訣
」
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
陶
弘
景
自
身
が
『
黄
庭
内
景
経
』
、
し
か
も
序
の
付
さ
れ
た
も
の
を
『
登
眞
隠
訣
』
に
載
録
し

た

こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
③
の
出
虚
が
『
登
眞
隠
訣
』
で
あ
る
こ
と
は
自
ず
と
わ
か
る
。

　
陶
弘
景
が
「
講
黄
庭
経
法
」
の
一
句
一
句
に
批
判
の
注
を
施
し
た
際
、
そ
の
批
判
の
根
擦
と
し
た
一
つ
は
「
黄
庭
内
景
経
序
」

で

あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
踊
黄
庭
経
法
」
の
注
か
ら
「
黄
庭
内
景
経
序
」
の
内
容
を
汲
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
「
玉
経
訣
」
を
陶
弘
景
の
い
う
「
黄
庭
内
景
経
序
」
と
假
定
し
た
上
で
、
「
調
黄
庭
経
法
」
と
、
そ
れ
に
封
す
る
陶
弘

景

の

批
判

か

ら
「
黄
庭
内
景
経
序
」
の
内
容
に
關
す
る
手
が
か
り
を
得
て
、
そ
れ
を
「
玉
経
訣
」
の
内
容
に
お
い
て
確
認
し
て
い

く
こ
と
に
す
る
。
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陶
弘
景
は
「
黄
庭
の
序
、
已
に
請
讃
の
法
を
備
載
す
」
と
い
う
。

↓

「
玉

経

訣
」
③
に
「
常
に
別
室
に
在
り
、
焼
香
潔
盛



■
・

●

し
、
乃
ち
之
を
取
る
な
り
」
云
々
と
あ
る
。

陶
弘
景
は
「
存
神
別
法
」
に
封
し
、
「
黄
庭
内
景
経
序
」
に
は
「
怖
畏
」
、
「
疾
病
」
お
よ
び
「
遇
繊
」
の
場
合
に
お
け
る

封

虚
方
法

を
述
べ
て
い
る
が
、
「
存
神
別
法
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
と
い
う
o
。
↓
「
心
中
に
震
怖
す
る
者
」
、

「
病
に

困
し
む
者
」
、
「
掩
汚
を
履
む
者
」
の
場
合
に
お
け
る
請
経
法
が
「
玉
経
訣
」
③
に
書
か
れ
て
い
る
。
↓
③
は
「
黄

庭
内
景
経
序
」
の
一
部
で
あ
っ
た
。

「
請

黄
庭
経
法
」
所
引
の
『
三
九
素
語
玉
精
眞
訣
』
は
、
「
黄
庭
内
景
経
序
」
に
「
十
讃
四
拝
」
に
關
す
る
説
明
が
な
い

と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
陶
弘
景
は
「
謂
ふ
こ
こ
ろ
は
、
黄
庭
の
前
序
　
朝
謁
の
法
を
説
か
ざ
る
を
言
ふ
」
と
注
し
、
朝

謁
の
法
は
第
三
十
六
章
に

「
十

讃
四
舞
朝
太
上
、
先
謁
太
帝
後
北
向
」
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
、
序
で
再
び
言
う
必
要
が
な
い

と
い
う
剛
。
↓
「
玉
経
訣
」
に
は
拝
禮
法
に
つ
い
て
説
明
が
な
い
。
ま
た
「
黄
庭
内
景
経
序
」
は
『
黄
庭
内
景
経
』
の
前

に

付

さ
れ
て
い
た
。

『
三
九

素
語
玉
精
眞
訣
』
の
祝
文
に
「
十
榑
既
周
、
乞
登
龍
耕
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
陶
弘
景
は
讃
諦
の
敷
も
少

な
い
の
に
昇
天
を
請
う
と
批
判
し
、
「
経
序
は
本
よ
り
萬
遍
な
れ
ば
、
方
に
五
藏
を
徹
視
す
る
を
得
る
を
云
ふ
の
み
」
…
と

い

う
。
つ
ま
り
、
「
黄
庭
内
景
経
序
」
に
は
萬
同
讃
請
を
終
え
た
ら
五
藏
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
内
容
が
あ
る
。

↓
「
玉
経
訣
」
①
に
「
萬
過
既
に
畢
れ
ば
、
…
五
藏
を
見
る
を
得
」
と
あ
る
。

『
三

九

素

語
玉

精

眞
訣
』
の
祝
文
に
「
七
祖
飛
昇
、
我
登
上
清
」
と
あ
る
が
、
陶
弘
景
は
こ
れ
に
封
し
、
「
按
ず
る
に
黄

庭

　
是

れ
五
藏

を
調
和
し
、
魂
塊
を
制
錬
す
。
本
よ
り
七
祖
を
昇
化
す
る
の
法
に
非
ず
。
又
た
内
黄
庭
、
止
だ
是
れ
死
せ

　
　
　
　
　
⑫
　
、
　
°

　
　
　
　
　
　
　
　
　

す

な
わ
ち
、
「
黄
庭
内
景
経
序
」
に
は
「
調
和
五
藏
、
制
錬
魂
塊
」
の
内
容
と
『
黄
庭
内
景
経
』

ざ
る
の
み
」

　
　
　
　
　
ー
と
し
う
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●

が

不

死

を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
内
容
が
あ
っ
た
。
↓
「
玉
経
訣
」
①
に
「
調
和
三
魂
、
制
錬
七
塊
…
…
安
和
六

府
、
五
藏
生
華
」
、
「
内
景
黄
庭
爲
不
死
之
道
」
と
あ
る
。

『
三
九

素

語
玉
精

眞
訣
』
に
あ
る
扶
桑
大
帝
へ
の
祝
文
、
「
小
兆
某
甲
、
謹
讃
金
書
玉
経
」
に
封
し
、
陶
弘
景
は
祝
文
を

唱
え
る
際
に
は
、
該
當
神
格
に
封
慮
す
る
『
黄
庭
内
景
経
』
の
別
名
を
呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
ほ
、
「
東
華
は
之
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
だ

玉

篇

と
謂
ふ
。
今
太
帝
に
啓
し
て
玉
経
と
云
ふ
は
、
將
た
濫
り
な
ら
ざ
ら
ん
や
」
と
指
摘
し
、
ま
た
太
上
道
君
へ
の
祝
文

「
清
齋

操

錬
、
請
詠
金
書
」
に
封
し
、
「
太
上
は
之
を
琴
心
黄
庭
と
謂
ふ
。
而
る
に
乃
ち
榑
桑
の
目
を
説
く
。
何
ぞ
雨
祝

　
皆

乖

く
こ
と
を
期
せ
ん
や
」
と
い
う
⑭
。
つ
ま
り
、
「
黄
庭
内
景
経
序
」
に
は
神
格
ご
と
に
『
黄
庭
内
景
経
』
を
稻
す
る

呼

び
方

が

決

ま
っ
て
お
り
、
「
東
華
↓
玉
篇
」
、
「
太
上
↓
琴
心
黄
庭
」
、
「
大
帝
↓
金
書
」
と
い
う
封
慮
關
係
を
示
す
内
容

が

あ

っ

た
。
↓
「
玉
経
訣
」
①
に
「
黄
庭
内
景
者
、
一
名
太
上
琴
心
文
。
一
名
大
帝
金
書
。
］
名
東
華
玉
篇
」
と
あ
り
、

注

に

は

そ

の

名
稻
の
意
味
と
命
名
の
理
由
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
し

陶
弘
景
は
「
神
王
・
王
君
、
寧
ぞ
當
に
分
明
に
指
的
し
告
め
を
垂
れ
ん
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
べ
け
ん
や
」
と
い
う
の
で
、
「
黄

庭

内
景
経
序
」
に
は
湯
谷
神
王
と
清
虚
眞
人
王
君
の
口
訣
が
あ
っ
た
。
↓
「
玉
経
訣
」
①
②
の
注
に
「
湯
谷
神
仙
王
口
訣
」
、

「
清
虚

眞
人
口
訣
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
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以

上
、
「
玉
経
訣
」
と
陶
弘
景
の
み
た
「
黄
庭
内
景
経
序
」
の
内
容
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
③
の
内
容

が

陶
弘
景
の
み
た
序
文
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
た
。
そ
し
て
務
成
子
の
い
う
「
本
経
の
注
」
、
つ
ま
り
「
玉
経
訣
」

の
割

り
注
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
當
然
の
こ
と
な
が
ら
、
注
が
な
け
れ
ば
そ
れ
が
湯
谷
神
王
の
口
訣
か
、
清
虚
眞
人
王
君
の
口
訣



か
知

り
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
陶
弘
景
は
確
か
に
「
神
王
」
と
「
王
君
」
に
言
及
し
て
い
た
。
從
っ
て
、
こ
れ
ら
の
注
は
陶
弘
景

が

目
に
し
た
「
黄
庭
内
景
経
序
」
に
も
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
最

後
に
、
③
の
注
に
『
眞
詰
』
に
み
え
る
山
世
遠
の
修
行
法
が
要
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
敢
え
て
推
測
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
内
容
を
熟
知
し
て
い
る
人
物
、
例
え
ば
許
翻
な
ど
が
、
必
要
な
こ
と
だ
け
を
書
き
つ
け
た
も
の
で
な

い
だ

ろ
う
か
。
山
世
遠
に
つ
い
て
は
、
許
氏
ら
の
「
玄
師
（
幽
玄
の
世
界
か
ら
來
る
師
）
」
で
あ
る
南
嶽
魏
夫
人
が
「
道
を
學
ぶ
に

は

當
に
山
世
遠
の
如
く
す
べ
く
、
人
事
を
去
る
に
は
清
虚
眞
人
の
如
く
、
深
幽
を
歩
く
に
は
當
に
周
紫
陽
の
如
く
す
べ
し
。
何
ぞ

道

を
得
ざ
る
こ
と
有
ら
ん
や
」
“
と
教
え
、
修
行
の
模
範
と
し
て
『
黄
庭
内
景
経
』
を
讃
請
し
た
山
世
遠
を
畢
げ
て
い
た
の
で
あ

る
。　

以
上

の

検

討
か

ら
、
「
玉
経
訣
」
を
陶
弘
景
の
い
う
「
黄
庭
内
景
経
序
」
と
み
な
し
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
と
め
る

と
、
「
黄
庭
内
景
経
序
」
が
付
さ
れ
た
『
黄
庭
内
景
経
』
、
す
な
わ
ち
陶
弘
景
が
楊
義
と
許
氏
父
子
の
三
君
の
手
書
と
認
め
た
『
黄

庭

内
景
経
』
は
、
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
か
ら
「
黄
庭
内
景
経
」
と
と
も
に
湯
谷
神
王
口
訣
と
清
虚
眞
人
口
訣
を
一
緒
に
⑳
爲
し

（①
②
）
、
小
茅
君
よ
り
教
示
さ
れ
た
調
経
法
を
備
え
（
③
）
、
實
修
用
に
編
集
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
玉
経
訣
」
と
『
黄

庭
内
景
経
』
第
三
十
六
章
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
『
黄
庭
内
景
経
』
の
讃
請
は
、
入
門
（
盟
誓
↓
師
資
↓
齋
戒
↓
傳
授
）
↓
齋
戒
（
物

忌
）
↓
入
室
諦
経
（
焼
香
↓
拝
禮
↓
訥
経
（
存
思
を
伴
う
）
↓
拝
禮
）
と
い
っ
た
、
一
連
の
儀
禮
を
想
定
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
要
す

る
に
、
六
朝
時
代
の
『
黄
庭
内
景
経
』
は
楊
義
・
許
誼
・
許
醐
に
よ
っ
て
儀
禮
的
規
定
が
備
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
成

立

年
代

は
、
許
氏
一
家
に
茅
山
の
啓
示
が
始
ま
る
三
六
四
年
以
降
、
許
醐
没
年
の
三
七
〇
年
以
前
と
想
定
で
き
る
。
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『
黄
庭
内
景
経
』
の
諦
経
法
を
語
る
序
文
は
、
後
代
の
序
文
と
錯
綜
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
六
朝
初
期
の
原
形
を
失
わ
ず
現

行
本

ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
序
文
は
請
経
の
方
法
を
語
る
と
い
う
そ
の
性
格
上
、
後
に
は
『
黄
庭
内
景
経
』

の

讃
調
の
た
め
の
「
訣
」
と
し
て
傳
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ

り
に

　
経
典
の
讃
諦

と
そ
の
璽
験
に
封
す
る
信
仰
は
、
六
朝
時
代
の
宗
教
的
風
景
を
描
く
際
に
か
か
せ
な
い
一
面
と
思
わ
れ
る
。
先
學
の
研

究
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
通
り
、
佛
教
に
お
い
て
は
『
維
摩
経
』
と
『
法
華
経
』
を
は
じ
め
と
す
る
佛
典
の
讃
諦
が
盛
ん
に
行
わ
れ
協
、

儒
教
の
古
典
『
孝
経
』
の
讃
調
は
治
癒
と
救
濟
の
神
秘
的
な
効
果
を
持
つ
と
信
じ
ら
れ
た
、
。
道
教
に
お
い
て
経
典
の
讃
諦
は
、
後
漢

末

の

太
平
道
や
天

師
道
の
時
代
か
ら
主
要
な
修
行
法
で
あ
り
、
六
朝
時
代
に
は
道
教
修
行
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で

は

な
い
。
『
黄
庭
内
景
経
』
の
讃
請
も
こ
の
よ
う
な
六
朝
時
代
の
エ
ー
ト
ス
を
土
ハ
有
し
、
宗
教
的
實
践
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
い
え
る
。

　
本
稿

で

は
、
六
朝
時
代
の
『
黄
庭
内
景
経
』
修
行
の
記
録
、
修
行
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
通
じ
て
『
黄
庭
内
景
経
』
讃
諦
の
持
つ
特
徴

を
探
り
、
修
行
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
い
う
性
格
を
持
つ
「
黄
庭
内
景
経
序
」
の
存
在
と
そ
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
六
朝
時
代
に

出
さ
れ
た
『
黄
庭
内
景
経
』
調
経
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
い
ず
れ
も
茅
山
に
降
臨
し
た
眞
人
の
啓
示
と
い
う
神
聖
な
る
椹
威
を
借
り

て

成
立

し
、
そ
の
神
聖
な
る
槽
威
と
は
、
主
に
『
黄
庭
内
景
経
』
と
不
可
分
の
關
係
に
あ
る
魏
夫
人
の
傳
承
に
基
づ
く
も
の
で
あ

っ

た
。
諸
諦
経
法
は
、
そ
の
詳
細
に
お
い
て
は
異
な
る
も
の
の
、
魏
夫
人
の
「
黄
庭
内
景
経
」
傳
授
の
傳
承
に
基
づ
き
、
経
典
の
由

來
す

る
と
こ
ろ
の
太
上
道
君
と
扶
桑
大
帝
に
拝
禮
を
設
け
、
諦
経
を
儀
式
化
し
た
と
い
う
鮎
に
お
い
て
は
共
通
す
る
。
か
か
る
儀
禮

一
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を
伴
う
『
黄
庭
内
景
経
』
の
修
行
は
、
修
行
者
の
身
を
、
魏
夫
人
の
「
黄
庭
内
景
経
」
修
行
の
場
と
い
う
聖
な
る
時
空
に
重
ね
る
も
の

で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
『
黄
庭
内
景
経
』
の
讃
諦
の
儀
式
化
は
す
で
に
四
世
紀
に
、
す
な
わ
ち
『
黄
庭
内
景
経
』
の
出
世
の
當
時
か
ら
進

め

ら
れ
て
い
た
。
『
黄
庭
内
景
経
』
は
踊
経
法
の
輪
郭
を
示
す
終
章
を
備
え
、
傳
経
法
と
諦
経
法
を
「
序
」
に
付
し
た
も
の
で
あ

つ

た
。
こ
の
序
は
陶
弘
景
に
い
わ
せ
て
み
れ
ば
唯
一
眞
正
な
啓
示
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
現
行
本
に
お
い
て
も
な
お
梁
丘
子
の
序

と
拉
ん
で
い
る
。

　
経
典
の

由
來
、
傳
経
と
諦
経
の
科
儀
を
そ
の
内
容
と
す
る
序
文
が
『
黄
庭
内
景
経
』
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
上
清
経
の
形
式
を

語

る
う
え
で
も
、
ま
た
六
朝
時
代
の
道
経
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
際
に
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
上
清
経
の
文
献
的
特
徴
と
し
て
は
、

ま
ず
内
容
的
に
は
、
眞
人
の
口
訣
を
名
乗
る
経
典
の
由
來
に
關
す
る
叙
述
と
、
そ
の
傳
授
と
修
行
に
か
か
わ
る
科
儀
類
を
備
え
て
い
る

黙
、
そ
し
て
文
髄
的
に
は
、
韻
文
髄
と
散
文
髄
が
混
在
し
て
い
る
鮎
が
暴
げ
ら
れ
る
傑
。
上
清
経
の
中
で
『
黄
庭
内
景
経
』
と
『
大
洞

眞
経
』
は
、
韻
文
髄
の
み
の
形
式
を
取
る
例
外
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
類
書
に
お
け
る
両
経
の
引
用
例
を
み
れ
ば
、
六
朝

時

代
の

『
黄
庭
内
景
経
』
は
、
序
文
が
経
文
と
一
髄
を
な
し
て
お
り
、
『
大
洞
眞
経
』
は
傳
経
法
お
よ
び
「
玉
注
」
が
経
文
と
一
髄
を

な
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
臼
。
こ
の
事
實
に
よ
る
な
ら
ば
、
雨
経
は
他
の
上
清
経
と
同
様
に
韻
文
と
散
文
の
混
合
髄
の
形
式
を
備

え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
黄
庭
内
景
経
序
」
は
三
人
の
眞
人
に
よ
る
口
訣
の
形
式
を
と
り
、
「
玉
注
」
は
『
大
洞
眞
経
』
三

十
九

章

を
著
し
た
と
さ
れ
る
各
道
君
の
口
訣
を
名
乗
り
、
「
黄
庭
内
景
経
序
」
と
「
大
洞
眞
経
玉
注
」
は
「
序
」
と
「
注
」
と
、
そ
れ

ぞ
れ
呼
稻
は

異
な
っ
て
い
て
も
、
神
の
啓
示
と
さ
れ
、
経
文
と
同
等
に
扱
わ
れ
た
黙
で
共
通
す
る
。

　
眞
人
の
啓
示
へ
の
信
仰
に
絡
む
、
か
か
る
性
格
の
注
と
序
は
、
上
清
経
に
限
ら
ず
、
他
の
六
朝
道
経
や
後
代
の
道
経
の
中
で
も
見
い
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だ

す

こ
と
が
で
き
る
。
六
朝
時
代
の
『
道
徳
経
』
に
、
仙
人
葛
玄
に
託
し
て
そ
の
神
聖
な
由
來
と
請
経
法
を
語
る
「
序
訣
」
が
付
さ
れ

た

こ

と
は
廣
く
知
ら
れ
て
い
る
㎝
。
ま
た
璽
實
経
の
『
五
符
序
』
（
五
符
に
つ
い
て
の
序
）
が
六
朝
時
代
の
経
目
に
お
い
て
『
五
符
序
経
』
、

も
し
く
は
『
五
符
経
』
と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
．
、
『
璽
實
度
人
経
』
に
そ
の
調
経
法
を
語
る
「
道
君
の
序
」
が
経
の
一
部
と
し
て

付

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
6
、
序
が
経
と
し
て
崇
め
ら
れ
、
経
と
し
て
讃
ま
れ
た
こ
と
を
傳
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
清
代
に
下

れ

ば
、
神
降
ろ
し
と
扶
乱
（
自
動
筆
記
）
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
経
典
を
多
敷
収
め
て
い
る
『
道
藏
輯
要
』
に
お
い
て
、
呂
祖
（
呂
洞
賓
）

を
は
じ
め
と
す
る
諸
仙
人
に
よ
る
序
文
と
注
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
『
黄
庭
内
景
経
』
の
例
に
み
ら
れ
る
「
衆
眞
の
啓

示
に

よ
る
序
文
」
は
、
啓
示
文
献
と
し
て
の
道
教
経
典
の
相
貌
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

56

＿注
↓

『
黄
庭
経
』
の
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
概
括
は
王
明
「
黄
庭
経
考
」
（
『
國
立
中
央
歴
史
言
語
研
究
所
集
刊
』
第
二

〇

上
、
一
九
四
八
）
第
五
節
「
黄
庭
経
學
説
之
來
源
及
其
術
愛
」
を
参
照
。
三
五
一
ー
三
六
一
頁
。
正
統
道
藏
内
に
『
黄
庭
内

景

経
』
の
注
稗
と
し
て
は
、
梁
丘
子
の
注
の
外
、
全
眞
教
の
劉
庭
玄
の
『
黄
庭
内
景
玉
経
註
』
が
あ
る
。
『
重
刊
道
藏
輯
要
』

に

は

梁
丘
子
注
の
他
、
二
種
類
の
注
を
載
せ
る
。
そ
の
内
『
太
上
黄
庭
内
景
玉
経
』
は
清
代
の
扶
乱
信
仰
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
呂
洞
賓
の
啓
示
と
さ
れ
る
注
と
鍾
離
権
を
は
じ
め
と
す
る
衆
仙
の
序
が
付
さ
れ
て
い
る
。
な
お
清
の
蒋
國
酢
の

『
黄
庭
経
注
』
は
内
丹
説
を
以
て
「
内
景
経
」
と
「
外
景
経
」
を
解
し
た
も
の
で
あ
り
、
蒋
國
詐
は
『
黄
庭
内
景
経
』
を
内
丹

「
南
宗
の

祖
述
」
と
み
な
し
て
い
る
。
ま
た
『
道
藏
精
華
』
所
載
の
『
黄
庭
経
秘
註
二
種
』
は
明
の
李
一
元
の
注
と
あ
る
が
、



（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

李
＝
兀
は
「
内
景
」
を
玉
液
陰
丹
・
龍
・
禾
（
眞
陰
）
に
あ
て
、
「
外
景
」
を
金
液
陽
丹
・
虎
・
鉛
（
眞
陽
）
に
あ
て
、
「
内

景
経
」
と
「
外
景
経
」
と
が
内
丹
術
に
お
い
て
相
互
補
完
的
な
關
係
に
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
（
薫
天
右
輯
『
道
藏
精
華
』
第

十
四

集
之
一
、
民
國
四
十
六
年
ー
六
十
八
年
、
毫
北
自
由
出
版
社
）
二
八
九
頁
。

中
國
書
道
史
で
は
「
黄
素
本
黄
庭
経
」
、
す
な
わ
ち
楊
義
の
黄
庭
内
景
経
爲
本
が
王
義
之
本
と
し
て
誤
認
さ
れ
る
な
ど
、
王
義

之

の

「
外
景

経
」
爲
本
と
の
間
に
混
同
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
中
田
勇
次
郎
氏
の
「
黄
庭
経
諸
本
鑑
賞
記
」
（
『
中

田
勇
次
郎
著
作
集
：
心
花
室
集
』
第
二
巻
「
中
國
書
道
史
論
考
」
二
玄
社
、
一
九
八
四
、
二
三
〇
1
三
〇
〇
頁
）
を
参
照
さ
れ

た

い
。
中
田
氏
の
論
考
は
主
に
王
義
之
本
の
鑑
定
を
中
心
と
す
る
が
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
宋
元
代
の
多
く
の
文
人
が
内
景
経
寓

本

を
愛
護
し
て
い
た
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。
楊
義
の
書
と
さ
れ
る
『
黄
庭
内
景
経
』
に
つ
い
て
中
田
氏
は
「
風
韻
の
高
雅
な

も
の
で
、
唐
人
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
書
品
の
高
さ
か
ら
い
え
ば
、
外
景
経
の
い
ず
れ
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
言
つ
て

よ
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
」
（
二
八
六
頁
）
と
評
し
て
い
る
。

卿
希
泰
編

『
中
國
道
教
史
』
第
一
春
第
三
章
第
六
節
「
上
清
派
的
出
現
：
『
大
洞
眞
経
』
和
『
黄
庭
経
』
的
基
本
思
想
」
（
四

川

人
民

出
版
社
、
一
九
八
八
、
三
三
六
ー
三
七
七
頁
）
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
、
『
黄
庭
内
景
経
』
が
よ
り
多
く
瞥
學
知
識

に

基
づ

い
て

い

る
鮎
で
、
『
大
洞
眞
経
』
を
「
原
始
的
」
な
も
の
と
み
て
『
黄
庭
内
景
経
』
に
新
し
い
思
想
の
展
開
を
み
る
。

王

明
氏
、
注
（
1
）
前
掲
論
文
、
三
三
八
頁
。

歴

史
的
に
は
「
内
景
経
」
を
重
視
し
、
「
外
景
経
」
を
補
助
的
な
も
の
と
み
る
見
解
が
主
流
を
な
し
て
い
た
よ
う
で
、
王
明
氏

の

見
解

も
そ
う
い
う
流
れ
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
欧
陽
修
は
『
集
古
録
祓
尾
』
巷
十
「
黄
庭
経
」
に
お
い
て

「
今
道
藏
別
有
三
十
六
章
日
黄
庭
内
景
、
而
謂
此
一
篇
者
爲
外
景
。
又
有
分
爲
上
中
下
三
部
者
。
流
俗
所
行
、
又
別
有
中
景
者
、
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（
6
）

（
7
）

皆
非
也
。
所
謂
内
景
者
、
乃
此
経
之
義
疏
爾
」
（
『
欧
陽
文
忠
公
集
』
巻
百
四
十
三
）
と
い
い
、
つ
と
に
「
外
景
経
」
が
「
内

景

経
」
よ
り
先
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
現
代
の
研
究
者
の
中
で
は
ア
ン
リ
・
マ
ス
ペ
ロ
が
『
道
教
の
養
性
術
』

（持

田
季
未
子
詳
、
せ
り
か
書
房
、
一
九
九
〇
、
原
著
初
出
は
一
九
三
七
）
に
お
い
て
「
外
景
経
」
の
思
想
を
中
心
に
叙
述
し
、

『
黄
庭
内
景
経
』
は
「
古
代
の
原
典
の
思
想
と
は
ま
る
で
別
個
の
思
想
を
開
陳
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
『
黄
庭
内
景

経
』
が
黄
庭
経
の
一
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
同
書
、
一
〇
六
頁
。

王

明
氏
は
太
康
三
年
（
二
八
八
）
に
魏
夫
人
が
「
黄
庭
内
景
経
」
を
受
け
た
と
す
る
『
茅
山
志
』
の
記
録
に
基
づ
き
、
『
黄

庭

内
景
経
』
の
草
本
が
二
八
八
年
の
時
黙
に
あ
っ
た
と
み
る
。
饗
谷
邦
夫
氏
は
「
『
黄
庭
内
景
経
』
試
論
」
（
『
東
洋
文
化
』

第
六
十
二
號
、
一
九
八
三
）
に
お
い
て
、
許
翻
（
三
四
一
⊥
二
七
〇
）
が
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
よ
り
『
黄
庭
内
景
経
』
を
抄
し

た
と
い
う
『
眞
詰
』
の
記
録
と
、
『
黄
庭
内
景
経
』
の
内
容
検
討
か
ら
「
内
景
経
」
の
後
出
を
考
讃
し
た
。
魏
夫
人
在
世
の
時

に

『
黄
庭

内
景
経
』
の
草
本
が
あ
っ
た
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
が
、
現
在
に
傳
わ
る
『
黄
庭
内
景
経
』
は
『
南
嶽
魏
夫
人
内

傳
』
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
り
、
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
を
撰
じ
た
萢
遡
が
楊
義
に
現
れ
た
仙
人
の
一
人
で
あ
る
こ
と
を
勘
案

す
れ

ば
、
『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
も
楊
義
の
手
に
よ
る
も
の
と
み
る
の
が
穏
當
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
現
行
『
黄
庭
内
景
経
』

は

楊
義
以
降
の
も
の
と
見
る
の
が
當
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

老

子

と
『
黄
庭
経
』
の
結
び
付
き
に
つ
い
て
は
、
『
列
仙
博
』
に
朱
瑛
が
「
老
君
黄
庭
経
」
を
授
か
っ
た
と
い
う
記
事
が
み
え

る
。
『
列
仙
博
』
の
成
書
年
代
は
問
題
で
あ
る
が
、
後
漢
の
延
喜
…
八
年
二
六
五
）
に
刻
さ
れ
た
邊
留
の
「
老
子
銘
」
に
「
出
入

丹
盧
、
上
下
黄
庭
」
（
『
隷
稗
』
巷
三
）
の
語
が
み
え
、
老
子
と
「
黄
庭
」
（
こ
こ
で
は
「
丹
盧
」
と
と
も
に
天
宮
を
指
す
）
の
結
び

つ
き
が
後
漢
時
代
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
黄
老
君
の
信
仰
と
も
絡
み
、
『
黄
庭
経
』
は
老
子
と
結
び
つ
き
易
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（
8
）

（
9
）

（1
0
）

い

も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
『
雲
笈
七
識
』
巻
十
二
『
太
上
黄
庭
外
景
経
』
の
序
に
も
「
黄
庭
経
な
る
者
は
、
蓋
し
老

君
の
作

る
所
な
り
」
と
あ
り
、
「
外
景
経
」
は
神
格
化
さ
れ
た
老
子
に
淵
源
す
る
も
の
と
し
て
讃
ま
れ
た
。

『
老

子
』
暗
請
の
批
判
は
『
抱
朴
子
』
内
篇
鐸
滞
「
五
千
文
難
出
老
子
、
然
皆
淀
論
較
略
耳
。
…
…
但
暗
諦
此
経
、
而
不
得
要

道
、
直
爲
徒
芳
耳
、
又
況
不
及
者
乎
」
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
宮
澤
正
順
「
葛
洪
の
老
子
批
判
に
つ
い
て
」
（
『
東
方
宗
教
』
五
十

六
號
、
　
一
九
八
〇
）
に
詳
論
が
あ
る
。

『
黄
庭

経
』
讃
諦
の
批
判
は
『
抱
朴
子
』
内
篇
桂
惑
「
五
原
有
察
誕
者
、
好
道
而
不
得
佳
師
要
事
、
魔
棄
家
業
、
但
書
夜
諦
詠

黄
庭
、
太
清
中
経
、
観
天
節
詳
之
属
、
諸
家
不
急
之
書
、
口
不
畷
諦
、
謂
之
道
蓋
於
此
。
然
尭
不
知
所
施
用
者
、
徒
美
其
浮
華

之

説
而

愚

人
。
又
教
之
但
讃
千
遍
、
自
得
其
意
、
爲
此
積
久
、
家
中
患
苦
之
、
坐
消
衣
食
、
而
不
能
有
異
、
己
亦
漸
盆
、
無
以

自
解
、
於
是
棄
家
、
言
仙
道
成
　
」
。

『
黄

庭

内
景
経
』
が
上
清
文
献
と
關
連
づ
け
て
行
わ
れ
た
研
究
は
管
見
の
限
り
、
イ
ザ
ベ
ル
・
ロ
ビ
ネ
氏
が
『
黄
庭
内
景

経
』
と
茅
山
派
と
の
關
連
性
を
示
唆
し
な
が
ら
、
上
清
経
の
瞑
想
の
根
幹
と
な
る
も
の
と
し
て
そ
の
内
容
を
概
括
し
た
も

の

（言
ロ
●
o
＝
o
ρ
o
●
日
o
台
吟
□
］
巳
ロ
コ
市
゜
㊥
①
゜
。
①
ロ
●
Z
o
『
∋
ロ
コ
」
°
9
「
ロ
O
o
T
ぎ
息
∪
、
さ
ミ
、
ミ
合
さ
O
庁
①
百
o
「
心
吋
庁
o
o
ロ
o
o
×

o
『

く
゜
＝
o
≦
O
o
弓
吉
゜
り
冨
言
ご
コ
ぞ
o
邑
ロ
o
『
Z
°
≦
ぺ
o
完
写
0
切
三
ゆ
②
ω
（
原
著
は
一
九
七
九
年
）
“
い
い
‘
②
ひ
）
、
そ
し
て
饗
谷

邦

夫
氏

の
前
掲
論
文

の

み
で
あ
る
。

『
眞
話
』
巻
十
九
眞
詰
叙
録
「
眞
話
者
、
眞
人
口
授
話
也
。
猶
如
佛
経
皆
言
佛
説
」
。
な
お
『
眞
話
』
の
成
立
と
性
格
に
つ

い
て
は
、
ζ
一
〇
庁
o
一
。
力
｛
ユ
否
×
日
昌
P
．
．
『
汀
家
◎
o
。
リ
ゴ
芦
戸
o
＜
o
一
☆
二
〇
コ
゜
・
“
↓
8
冨
日
昌
全
合
o
＞
「
一
゜
。
8
0
目
o
∨
．
・
（
『
o
§
丙
、
⇔
o
軌
N
“

一
②
司
ぷ

〒
ひ
ω
）
神
塚
淑
子
「
『
眞
話
』
に
つ
い
て
」
（
『
六
朝
道
教
思
想
の
研
究
』
第
一
篇
第
一
章
、
創
文
社
、
一
九
九
九
、

一 59一



（
H
）

（1
2
）

（1
3
）

一
七
－
一
二
二
頁
）
を
参
照
。
饗
谷
邦
夫
氏
の
「
陶
弘
景
年
譜
考
略
（
上
）
」
（
『
東
方
宗
教
』
第
四
十
七
號
、
一
九
七
六
、
五

九

ー
六
一
頁
）
に
よ
れ
ば
、
『
眞
話
』
の
成
立
年
代
は
五
〇
〇
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
。

『
眞
諾
』
巻
十
八
握
眞
輔
「
右
此
是
長
史
自
讃
黄
庭
遍
敷
也
。
…
…
云
「
長
谷
」
「
出
日
」
等
、
亦
是
経
中
語
。
當
是
讃
至

此

句
、
忽
有
事
磨
起
、
故
疏
誌
虚
也
」
。

口
訣
に
關
す
る
研
究
は
、
吉
川
忠
夫
「
師
受
考
ー
『
抱
朴
子
』
内
篇
に
よ
せ
て
」
（
『
六
朝
精
神
史
研
究
』
同
朋
舎
、
一
九

八

四
）
を
参
照
。

『
登

眞
隠
訣
』
巻
下
調
黄
庭
経
法
　
拝
祝
法
「
三
九
素
語
玉
精
眞
訣
日
、
請
東
華
玉
篇
黄
庭
内
景
経
、
云
「
十
讃
四
拝
」
、

「
先
謁
太
帝
後
北
向
」
、
経
序
無
旨
訣
也
。
太
帝
東
慮
朝
禮
。
太
帝
紫
農
君
也
。
廻
北
禮
祝
太
上
　
。
十
讃
既
寛
、
起
向

太

帝
再
痒
。
拝
畢
、
長
脆
瞑
目
、
祝
日
、
小
兆
某
甲
、
謹
讃
金
書
玉
経
、
十
轄
既
周
。
乞
登
龍
耕
、
天
神
下
降
、
役
使
六

丁
、
七
祖
飛
昇
、
我
登
上
清
。
畢
、
開
目
咽
液
十
過
、
叩
歯
九
通
。
次
北
向
再
拝
、
長
脆
祝
日
、
上
皇
太
眞
、
使
我
昇
虚
、

清
齋

操
錬
、
調
詠
金
書
、
七
玄
披
散
、
上
朝
帝
盧
、
延
年
長
存
、
刻
名
籔
書
。
畢
、
臨
目
叩
歯
九
通
、
咽
液
十
過
。
都
畢
、

後
還
常
所
榑
経
也
」
。

存
神
別
法

「
清
虚

［
璽
］
眞
人
日
、
凡
修
黄
庭
内
経
、
慮
依
帝
君
填
神
混
化
玄
眞
之
道
。
讃
寛
禮
祝
、
畢
、
正
坐
東
向
、

臨
目
内
存
身
神
形
色
長
短
大
小
、
呼
其
名
字
、
還
填
本
宮
。
不
修
此
法
、
錐
調
萬
遍
、
眞
神
不
守
、
終
無
感
敷
。
…
…
今

故
抄
経

中
要
節
相
示
。
平
坐
臨
目
、
叩
歯
三
十
六
通
、
乃
存
神
。
髪
神
蒼
華
字
太
元
、
形
長
二
寸
↓
分
。
…
…
已
上
面
部

七

神
、
同
衣
紫
衣
・
飛
羅
裾
、
拉
嬰
見
之
形
。
存
之
審
正
、
羅
列
一
面
、
各
填
其
宮
。
畢
、
便
叩
歯
二
十
四
祈
通
、
咽
氣

十
二

過
。
…
…
」
存
神
別
法
の
「
清
虚
眞
人
」
は
、
陶
弘
景
の
注
に
「
按
斐
君
」
と
あ
り
、
斐
君
は
清
霞
眞
人
斐
玄
仁
の
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こ
と
で
あ
る
の
で
、
「
清
虚
」
で
は
な
く
「
清
璽
」
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
二
十
四
」
は
も
と
「
二
十
通
四
」
に
作
る
が
、

　
　
　
「
通
」
は
祈
字
と
し
て
削
っ
た
。

（
1
4
）
同
上
、
請
黄
庭
経
法
　
拝
祝
法
注
「
若
以
十
咽
爲
十
遍
、
則
叩
歯
亦
宜
同
。
今
九
過
之
義
、
義
無
所
取
」
（
二
a
）
、
「
叩

　
　

咽

之

法
、
又
前
後
倒
用
。
雨
法
非
異
、
而
備
仰
不
同
。
統
髄
而
論
、
皆
違
眞
例
」
（
二
b
）
。
存
神
別
法
注
「
既
非
制
邪
大

　
　

祝
、
乃
復
四
九
叩
歯
。
存
神
如
此
、
経
例
所
無
也
」
（
三
a
）
、
「
此
敷
、
又
乖
七
神
之
理
」
（
三
b
）
。

（
1
5
）
同
上
、
拝
祝
法
注
「
且
臣
而
稻
我
、
亦
乖
謙
請
之
禮
。
飛
歩
祝
、
以
名
與
我
相
雑
者
、
此
是
祝
星
時
、
以
我
封
彼
悪
人
耳
。

　
　

非

如
今
親
封
太
帝
而
自
稻
也
」
（
二
a
）
、
「
太
帝
稻
臣
、
而
太
上
更
不
可
。
眞
法
朝
祝
、
皆
止
姓
名
、
無
臣
我
之
例
」
（
二

　
　

a
）
。

（
1
6
）
同
上
、
拝
祝
法
注
「
東
華
謂
之
玉
篇
。
今
啓
太
帝
而
云
玉
経
、
將
不
濫
耶
」
（
一
b
）
、
「
太
上
謂
之
琴
心
黄
庭
。
而
乃
説

　
　

榑
桑
之

目
、
何
期
雨
祝
皆
乖
耶
」
（
二
a
）
。

（
1
7
）
同
上
、
拝
祝
法
注
「
経
序
本
云
、
萬
遍
方
得
徹
視
五
藏
而
已
。
今
始
得
十
縛
、
便
乞
登
龍
輯
」
（
一
b
）
、
「
按
黄
庭
是
調

　
　

和

五

藏
、
制
錬
魂
塊
、
本
非
昇
化
七
祖
之
法
。
又
内
黄
庭
止
是
不
死
而
已
、
何
上
清
之
可
騰
乎
」
（
一
b
ー
二
a
）
「
使
我

　
　

昇

虚
、
事
同
前
議
」
（
二
a
）
、
「
踊
大
洞
萬
過
、
七
祖
方
得
九
宮
之
仙
。
今
詠
黄
庭
十
遍
、
而
便
乞
朝
宴
帝
盧
、
不
亦
過

　
　

乎
」
（
二
a
）
。

（
1
8
）
『
眞
話
』
及
び
『
登
眞
隠
訣
』
に
見
え
る
「
眞
書
」
、
「
眞
本
」
、
「
眞
手
」
と
い
う
語
は
、
い
ず
れ
も
楊
義
、
許
説
、
許
醐

　
　

に

よ
っ
て
⑳
慕
さ
れ
た
も
の
を
指
す
。
『
眞
詰
』
巻
一
九
翼
眞
検
「
眞
詰
叙
録
」
に
は
「
三
君
手
書
」
の
特
徴
や
筆
跡
に

　
　

つ
い

て

の

陶
弘
景
の
詳
論
が
あ
る
。
大
淵
忍
爾
『
道
教
史
の
研
究
』
（
岡
山
大
學
共
濟
會
書
籍
部
、
一
九
六
四
、
二
九
三
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（1
9
）

（2
0
）

（2
1
）

（2
2
）

ー
二
九
七
頁
）
も
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

『
太

眞
玉
帝
四
極
明
科
経
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
三
つ
の
説
が
あ
る
が
、
す
べ
て
六
世
紀
以
前
成
立
と
見
て
い
る
。

吉
岡
義
豊
氏
は
「
四
五
〇
年
か
ら
五
〇
〇
年
の
間
」
（
「
老
子
河
上
公
本
と
道
教
」
酒
井
忠
夫
編
『
道
教
の
総
合
的
研
究
』

所

収
、
創
文
社
、
一
九
七
八
、
三
一
九
頁
）
、
小
林
正
美
氏
も
「
劉
宋
・
南
齊
期
」
（
「
『
昇
玄
経
』
の
成
立
年
代
と
そ
の
編

纂
者
」
『
平
井
俊
榮
博
士
古
稀
記
念
論
集
：
一
二
論
教
學
と
佛
教
諸
思
想
』
所
収
、
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
、
三
六
四
頁
）
と

み
て

い

る
が
、
大
淵
忍
爾
氏
は
「
大
約
五
〇
〇
年
の
前
半
位
、
齊
末
か
ら
梁
の
頃
」
（
『
初
期
の
道
教
』
創
文
社
、
一
九
九

一

、
二
八
六
頁
）
と
考
え
、
尾
崎
正
治
氏
は
「
六
世
紀
前
半
に
は
江
南
地
で
成
立
」
と
い
う
（
「
四
極
明
科
の
諸
問
題
」
『
吉

岡
義
豊
博
士
還
暦
記
念
道
教
研
究
論
集
－
道
教
の
思
想
と
文
化
1
』
國
書
刊
行
會
、
一
九
七
七
、
三
六
〇
頁
）
。

『
太

眞
玉
帝
四
極
明
科
経
』
巻
四
「
太
玄
都
四
極
明
科
日
、
入
室
調
黄
庭
玉
景
内
経
、
當
焼
香
清
齋
、
身
冠
法
服
。
入
戸

北

向
、
四
拝
長
脆
、
叩
歯
二
十
四
通
。
上
啓
高
上
萬
眞
玉
農
太
上
大
道
君
、
某
甲
今
當
入
室
、
請
詠
玉
経
、
錬
神
保
藏
。

乞
胃
宮
華
榮
、
身
得
乗
虚
、
上
拝
帝
庭
。
畢
、
還
東
向
、
四
揖
太
帝
。
又
叩
歯
十
二
通
。
上
啓
扶
桑
大
帝
陽
谷
神
王
、
某

甲
今
入
室
、
披
詠
玉
経
。
乞
使
静
室
芝
英
自
生
、
玉
華
實
耀
、
三
光
洞
明
、
萬
偏
胎
仙
、
得
同
帝
璽
。
畢
、
東
向
諦
経
十

偏
爲
一
過
、
　
一
土
見
便
還
北
向
四
拝
、
東
向
四
揖
、
不
須
復
啓
也
。
…
…
」
。

『
登

眞
隠
訣
』
巻
下
請
黄
庭
経
法
、
『
三
九
素
語
玉
精
眞
訣
』
に
關
す
る
陶
弘
景
の
注
「
中
品
目
有
三
九
素
語
、
魏
傳
目
有

玉
精

眞
訣
三
九
素
語
、
即
雁
是
此
経
也
。
但
未
行
世
。
世
中
有
儒
者
、
無
此
訣
也
」
。
つ
ま
り
、
『
三
九
素
語
玉
精
眞
訣
』

は

『
南
嶽
魏
夫
人
内
傳
』
に
記
さ
れ
た
経
典
名
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
儒
経
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

『
眞
詰
』
巻
七
陶
弘
景
注
「
萢
中
候
名
遷
、
即
是
撰
南
眞
傳
者
」
。
『
惰
書
』
巻
三
十
三
経
籍
志
「
南
嶽
夫
人
内
傳
一
巻
」
、
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『
奮
唐

書
』
巻
四
十
六
経
籍
志
「
紫
虚
元
君
南
岳
夫
人
内
傳
一
巻
、
萢
遡
撰
」
。

（
2
3
）
六
朝
時
代
の
内
傳
に
つ
い
て
は
、
小
南
一
郎
「
漢
武
帝
内
傳
の
成
立
」
（
『
中
國
の
神
話
と
物
語
り
』
第
四
章
、
岩
波
書
店
、

　
　

　
九

八

四
、
四
〇
九
ー
四
一
〇
頁
）
を
参
照
。
氏
は
「
「
内
博
」
は
、
そ
の
内
容
か
ら
言
う
と
、
軍
に
眞
人
た
ち
の
傳
記

　
　

や
修
行
の
過
程

を
記
録
し
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
…
…
そ
の
書
物
自
髄
が
一
つ
の
道
教
修
行
の
指
針
と
し
て
、
修
行

　
　

者
た

ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
教
え
を
垂
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
内
傳
」
が
盛
ん
に
編
ま
れ
た
時
代
に
は
、
そ
れ
は

　
　

一
種

の

経
典

で

あ
っ
て
、
内
と
い
う
語
が
博
に
冠
さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
こ
と
と
關
連
す
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て

　

　

い
る
。

（
2
4
）
饗
谷
氏
は
小
南
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
『
登
眞
隠
訣
』
の
陶
弘
景
注
を
根
擦
と
し
て
内
傳
に
経
典
が
附
載
さ
れ
て
い
た
こ

　
　

と
を
明
ら
か
に
し
、
「
内
博
類
は
そ
れ
自
髄
が
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
経
典
を
内
包
す
る
紛
れ
も
な
い
経
典
で
あ
っ
た
と

　
　

考
え
ら
れ
る
。
從
っ
て
、
『
魏
夫
人
内
傳
』
の
原
形
は
、
上
清
派
の
師
資
關
係
や
経
典
傳
授
の
系
譜
化
と
そ
れ
に
ま
つ
わ

　
　

る
種
々
の
教
義
の
解
説
を
目
的
と
し
、
傳
授
さ
れ
た
経
典
の
目
録
拉
び
に
一
部
の
経
典
を
附
載
す
る
と
い
う
形
態
を
も
つ

　
　

一
種

の
上
清
経
典

で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
注
（
6
）
前
掲
論
文
、
三
三
－
三
四
頁
。

（
2
5
）
饗
谷
邦
夫
氏
、
注
（
6
）
前
掲
論
文
、
三
三
頁
。

（
2
6
）
『
山
海
経
』
海
外
東
経
「
湯
谷
之
上
有
扶
桑
、
十
日
所
浴
、
在
黒
歯
北
。
居
水
中
、
有
大
木
、
九
日
居
下
枝
、
一
日
居
上

　
　
枝
」
。

（
2
7
）
道
教
文
献
に
お
い
て
「
景
」
が
光
輝
を
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
カ
ル
タ
ン
マ
ル
ク
「
「
景
」
與
「
八

　
　

景
」
」
（
『
福
井
博
士
頒
壽
記
念
東
洋
文
化
論
集
』
早
稻
田
大
學
出
版
部
、
一
九
六
九
、
一
一
四
七
ー
一
一
五
四
頁
）
を
参
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照
。

（
2
8
）
黄
素
黄
庭
経
に
つ
い
て
は
中
田
勇
次
郎
氏
の
注
（
2
）
前
掲
書
参
照
。
圖
版
は
同
書
の
圓
版
三
十
二
「
楊
義
黄
庭
内
景
経
、

　
　

戯
鴻
堂

帖
所
牧
本
」
よ
り
。

（
2
9
）
饗
谷
邦
夫
氏
、
注
（
6
）
前
掲
論
文
、
五
三
頁
。
前
田
繁
樹
「
黄
庭
経
と
そ
の
時
代
」
（
砂
山
稔
・
尾
崎
正
治
・
菊
地
章
太
編

　
　

集
『
道
教
の
神
々
と
経
典
』
（
講
座
道
教
第
一
巻
）
雄
山
閣
、
　
｝
九
九
九
、
　
一
六
〇
ー
一
六
一
頁
）
。

（
3
0
）
『
黄
庭
内
景
玉
経
』
璽
書
章
第
十
七
「
是
昔
太
上
告
我
者
、
左
神
公
子
獲
神
語
、
右
有
白
元
併
立
虚
、
明
堂
金
置
玉
房
間
」
。

　
　

本
文
だ

け
を
み
る
と
「
告
」
の
内
容
は
、
神
公
子
と
白
元
君
と
い
う
髄
内
神
お
よ
び
明
堂
の
存
思
法
と
見
受
け
ら
れ
る
。
梁
丘

　
　

子

の

注
は

「
我

者
、
扶
桑
太
帝
君
自
謂
也
。
言
我
道
成
、
昔
承
道
君
授
以
黄
庭
之
術
也
。
言
此
道
不
遠
、
止
在
丹
田
」
と
あ
り
、

　
　
　
「
是
昔
太
上
告
我
者
」
を
太
上
が
太
帝
に
「
黄
庭
内
景
経
」
を
博
授
し
た
と
解
稗
し
て
い
る
も
の
の
、
「
黄
庭
の
術
」
が
明
堂

　
　

・
丹
田
の
存
思
法
を
指
す
と
見
て
い
る
こ
と
に
は
大
差
が
な
い
。

（
3
1
）
『
顔
魯
公
文
集
』
巻
九
魏
夫
人
仙
壇
碑
銘
「
於
是
、
覇
山
九
璽
太
眞
西
王
母
、
金
閾
聖
君
、
南
極
元
君
、
乃
共
來
迎
夫
人
、

　
　

遂

白
日
升
農
、
北
詣
上
清
宮
玉
閾
之
下
。
太
微
天
帝
、
中
央
王
［
黄
］
老
君
、
三
素
高
元
君
、
太
上
玉
農
大
道
君
、
太
素
三

　
　

元

君
、
扶
桑
大
帝
君
、
今
［
金
］
闘
後
聖
君
、
各
令
使
者
致
命
、
授
夫
人
玉
札
金
文
、
位
爲
紫
虚
元
君
領
上
眞
司
命
南
嶽
夫

　
　

人
。
比
秩
仙
公
、
使
治
天
台
大
雷
山
洞
墓
之
中
、
主
下
訓
奉
道
教
授
當
眞
仙
者
」
。

（
3
2
）
『
奮
唐
書
』
巻
百
九
十
二
白
履
忠
傳
「
白
履
忠
、
陳
留
凌
儀
人
也
。
博
渉
文
史
、
嘗
隠
居
干
古
大
梁
城
、
時
人
號
爲
梁
丘

　
　

子
。
…
…
開
元
十
年
（
七
二
二
）
…
…
入
閣
侍
讃
。
十
七
年
（
七
二
九
）
…
…
辞
以
老
病
、
不
任
職
事
。
…
…
著
三
玄
精
辮

　
　

論
｝
春
、
註
老
子
及
黄
庭
内
景
経
、
有
文
集
十
春
」
。
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梁

丘

子
注

の

特
徴
に

つ
い

て

は
、
垣
内
智
之
「
梁
丘
子
の
『
黄
庭
経
』
解
稗
を
め
ぐ
っ
て
」
（
吉
川
忠
夫
編
『
唐
代
の
宗

教
』
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
〇
）
に
詳
論
が
あ
る
。

『
上
清
黄

庭

内
景
経
』
（
『
雲
笈
七
籔
』
巻
十
一
）
務
成
子
注
叙
「
暢
谷
神
王
當
是
大
帝
之
臣
。
授
此
経
之
時
、
與
青
童
君

倶
來
。
夫
人
初
在
修
武
縣
中
也
」
。

同
上
、
「
琴
、
和
也
。
…
…
使
得
神
仙
。
此
十
七
字
本
経
所
注
也
」
、
「
故
日
金
書
。
此
二
十
一
字
本
経
所
注
也
」
、
「
刻
玉

書
之

爲
玉
篇
。
此
三
十
三
字
本
経
所
注
」
、
「
陽
谷
神
仙
王
口
訣
。
此
七
字
本
経
中
所
注
」
。

同
上
、
「
山
世
遠
受
孟
先
生
法
、
暮
臥
先
讃
黄
庭
内
景
経
＝
遍
乃
眠
、
使
人
魂
塊
自
制
。
但
行
此
二
十
一
年
亦
仙
　
。
是

爲
合
萬
過
也
。
夕
得
三
四
過
乃
佳
。
北
岳
蒋
夫
人
云
、
讃
此
経
亦
使
人
無
病
。
是
不
死
之
道
也
」
。

『
眞
詰
』
巻
九
協
昌
期
「
山
世
遠
受
孟
先
生
法
、
暮
臥
先
讃
黄
庭
内
景
経
一
過
乃
眠
、
使
人
魂
塊
自
制
錬
、
恒
行
此
二
十

一
年
亦

仙
　
。
是
爲
合
萬
過
、
夕
得
三
四
過
乃
佳
。
北
嶽
蒋
夫
人
云
、
讃
此
経
亦
使
人
無
病
、
是
不
死
之
道
也
。
…
…
右

二
條
ム

書
」
（
二
三
b
）
。
巻
十
五
に
同
文
有
り
。

『
奮
唐

書
』
巻
四
十
七
経
籍
志
道
家
「
登
眞
隠
訣
二
十
五
巻
、
陶
弘
景
撰
」
。
『
郡
齋
讃
書
志
』
巻
十
六
神
仙
類
「
登
眞
隠

訣
二
十

五
巻
。
右
梁
陶
弘
景
撰
」
。

『
登

眞
隠
訣
』
巻
下
話
黄
庭
経
法
　
存
神
別
法
注
「
黄
庭
之
序
已
備
載
請
讃
之
法
。
若
此
二
事
不
知
、
修
者
便
無
感
数
、

則
兼
臆
説

之
。
乃
更
論
怖
畏
疾
病
及
遇
楊
之
法
、
而
了
不
及
此
」
（
三
a
）
。

同
上
　
拝
祝
法
注
「
謂
言
黄
庭
前
序
不
説
朝
謁
之
法
。
按
此
経
中
十
四
字
已
足
明
其
事
、
何
假
復
須
獲
序
」
。

原
文
は

前
注
（
1
7
）
を
参
照
。
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原
文
は

前

注

（
1
7
）
を
参
照
。

こ
の
批
判
は
そ
れ
自
艘
が
興
味
深
い
。
神
格
ご
と
に
『
黄
庭
内
景
経
』
を
稻
す
る
呼
び
か
た
に
決
ま
り
が
あ
る
か
ら
、
祝

文

を
唱
え
る
際
も
封
象
神
格
に
該
當
す
る
書
名
を
呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
正
し
い
儀
禮
を
定
め
よ
う
と
す
る

陶
弘
景
の
嚴
格
主
義
が
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

原
文

は

前
注
（
1
6
）
を
参
照
。

『
眞
諾
』
春
十
二
稽
神
橿
「
學
道
當
如
山
世
遠
、
去
人
事
如
清
虚
眞
人
、
歩
深
幽
當
如
周
紫
陽
。
何
有
不
得
道
邪
。
．
：

右
南
嶽
夫
人
言
」
。

六

朝
時
代
の
佛
教
に
お
い
て
、
特
に
劉
宋
か
ら
梁
に
か
け
て
佛
典
の
轄
讃
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
船
山
徹

「
六

朝
時
代
に
お
け
る
菩
薩
戒
の
受
容
過
程
」
（
『
東
方
學
報
』
京
都
第
六
十
七
、
一
九
九
五
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
佛
菩
薩

の

観
想
お

よ
び
慮
現
を
伴
う
菩
薩
戒
の
受
戒
儀
式
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
た
こ
の
論
考
は
、
道
教
の
傳
経
儀
式
を
考
え
る
う
え

で

も
示
唆
に
富
む
。
佛
教
の
佛
典
訥
詠
と
道
教
の
踊
経
儀
禮
に
關
す
る
研
究
は
、
山
田
利
明
「
道
教
に
お
け
る
諦
経
の
思
想
」

（『
六

朝
道
教
儀
禮
の
研
究
』
第
二
篇
第
三
章
、
東
方
書
店
、
一
九
九
九
）
を
参
照
。

吉
川
忠
夫
氏
は
「
六
朝
時
代
に
お
け
る
『
孝
経
』
の
受
容
」
（
『
六
朝
精
神
史
研
究
』
同
朋
舎
、
一
九
八
四
）
に
お
い
て
梁
．

陳
の
儒
者
の
間
に
「
孝
経
信
仰
」
と
呼
ぶ
べ
き
宗
教
的
工
ー
ト
ス
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

神
塚
淑
子

「
上
清
経

の

形
成

と
そ
の
文
髄
」
（
注
（
1
0
）
前
掲
書
、
第
一
篇
第
三
章
、
一
六
五
ー
二
一
〇
頁
）
を
参
照
。

六

朝
時

代

の

『
大

洞

眞
経
』
は
恐
ら
く
、
現
在
の
『
雲
笈
七
籔
』
巻
八
三
洞
経
教
部
「
経
稗
」
所
載
の
「
稗
三
十
九
章
経
」

の
文

と
、
『
上
清
高
聖
太
上
道
君
洞
眞
金
元
八
景
玉
籔
』
（
以
下
『
八
景
玉
籔
』
と
略
す
）
を
含
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
「
稗
三
十
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九
章

経
」
の
内
容
は
、
東
音
末
か
ら
梁
初
ま
で
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
「
玉
注
」
も
し
く
は
「
道
君
玉
注
」
と
呼
ば
れ
た
も
の

　
　
の

切
要

で

あ
る
。
『
八
景
玉
鋒
』
は
太
上
道
君
の
『
大
洞
眞
経
』
の
修
行
の
過
程
を
描
く
傳
記
と
博
経
の
科
法
と
を
記
し
、
そ

　
　
の
末
尾
に

は

三
日
永
和
十
一
年
歳
在
乙
卯
、
九
月
一
日
夜
半
、
受
経
於
紫
微
王
夫
人
。
凡
二
萬
二
百
三
十
字
、
其
大
洞
眞
経
一

　
　
萬
字
」
と
あ
り
、
そ
れ
が
『
大
洞
眞
経
』
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
は
『
八
景
玉
籔
』
の
文
が
『
無
上
秘
要
』
な

　
　

ど
の
類
書
に
お
い
て
『
大
洞
眞
経
』
と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
「
玉
注
」
は
一
巻
と
し
て
別
行
し
て
い

　
　

た
が
、
陶
弘
景
の
『
登
眞
隠
訣
』
収
録
の
後
に
『
大
洞
眞
経
』
と
合
巻
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
太
上
道
君
の
傳
記
と
『
大
洞
眞

　
　
経
』
の
傳
授
法
は
永
和
十
一
年
（
三
五
五
）
の
紀
年
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
『
大
洞
眞
経
』
の
韻
文
部
に
次
ぐ
古
層
部

　
　

を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
大
洞
眞
経
』
と
玉
注
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
大
洞
眞
経
』
の
實
修
に
お
け
る
身
髄
ー
『
雲

　
　
笈

七

籔
』
「
稗
三
十
九
章
経
」
を
踏
ま
え
て
」
（
『
東
方
宗
教
』
第
百
七
號
、
二
〇
〇
六
）
を
、
特
に
太
上
道
君
の
博
記
と

　
　

の

關
係
に
つ
い
て
は
、
同
論
文
の
注
一
五
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
0
）
『
奮
唐
書
』
経
籍
志
に
記
わ
れ
る
葛
洪
撰
「
道
徳
経
序
訣
二
巻
」
は
、
武
内
義
雄
氏
の
『
老
子
原
始
』
（
弘
文
堂
、
一
九
二

　
　

九
）
に
お
い
て
敦
燈
蔦
本
と
の
封
照
を
通
じ
て
一
磨
復
元
さ
れ
た
が
、
大
淵
忍
爾
氏
は
さ
ら
に
詳
し
い
考
讃
を
加
え
、
全

　
　
文

を
成
立
順
に
五
段
に
分
け
、
諦
経
法
を
語
る
部
分
（
「
太
極
隠
訣
」
部
分
）
の
成
立
は
、
霞
實
経
の
形
成
と
か
か
わ
る

　
　

も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
大
淵
忍
爾
「
老
子
道
徳
経
序
訣
の
成
立
」
（
注
（
1
8
）
前
掲
書
、
第
三
篇
第
三
章
）

　
　
参
照
。

（
5
1
）
『
璽
實
五
符
序
』
は
『
洞
玄
霞
實
三
洞
奉
道
科
戒
螢
始
』
巻
四
の
璽
實
中
盟
経
目
で
は
「
太
上
洞
玄
璽
賓
五
符
序
経
一
春
」
と

　
　

記

さ
れ
、
『
無
上
秘
要
』
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
「
洞
玄
五
符
経
」
と
題
さ
れ
る
。
『
五
符
序
』
の
「
序
」
の
意
味
に
つ
い
て
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（5
2
）

は
、
五
符
の
由
來
を
叙
述
す
る
内
容
の
外
、
様
々
な
長
生
方
や
道
術
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
序
文
の
意
味
で
は
な
く
、

緯
書

名
に
み
え
る
「
序
」
の
用
法
で
用
い
ら
れ
た
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
カ
ル
タ
ン
マ
ル
ク
「
太
上
璽
實
五

符
序
に

關
す
る
若
干
の
考
察
」
（
川
勝
義
雄
謹
、
『
東
方
學
』
六
十
五
、
　
九
八
三
）
を
参
照
。
山
田
利
明
氏
は
最
初
は
こ

の

説
に

疑
問

を
示
し
た
が
、
後
に
は
「
五
符
序
」
が
「
璽
實
上
序
」
と
呼
ば
れ
る
例
を
畢
げ
て
カ
ル
タ
ン
マ
ル
ク
氏
の
説

を
支
持
す
る
。
「
五
符
序
」
が
符
瑞
の
性
格
を
持
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
し
、
ま
さ
し
く
六
朝
時
代
の
道
経
に
貫
通
す

る
重
要
な
性
格
で
あ
る
。
し
か
し
「
上
序
」
は
、
「
上
経
」
が
「
天
上
界
の
、
こ
の
上
な
い
神
聖
な
経
典
」
の
意
で
あ
る

よ
う
に
、
神
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
た
「
天
上
の
序
文
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
宋
文
明
の

『
通

門
論
』
と
推
定
さ
れ
る
ペ
リ
オ
文
書
Z
ρ
昌
い
ひ
に
「
太
上
洞
玄
璽
費
天
文
五
符
経
序
、
右
二
件
、
奮
是
一
巻
」
と
記
さ

れ
て

い

る
よ
う
に
、
「
経
」
と
「
序
」
の
二
件
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
そ
れ
を
緯
書
の
例
、
す
な
わ

ち
『
春
秋
命
歴
序
』
の
場
合
の
よ
う
に
、
「
序
列
」
も
し
く
は
「
序
敷
」
の
意
味
と
取
る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
無
理
が
感

じ
ら
れ
る
。
『
璽
實
五
符
序
』
に
關
し
て
は
、
山
田
利
明
「
『
璽
實
五
符
』
の
成
立
と
そ
の
符
瑞
的
性
格
」
（
安
居
香
山
編
『
識

緯
思
想
の
綜
合

的
研
究
』
國
書
刊
行
會
、
一
九
八
四
）
と
、
同
氏
「
『
五
符
序
』
形
成
考
ー
樂
子
長
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
道
教
と

宗
教
文

化
』
平
河
出
版
社
、
一
九
八
七
）
、
小
林
正
美
「
『
太
上
璽
實
五
符
序
』
の
成
書
過
程
の
分
析
（
上
）
（
下
）
」
（
『
東
方

宗
教
』
第
七
一
・
七
二
號
、
一
九
八
八
）
を
参
照
。

『
度
人
経
』
の
道
君
序
の
請
経
儀
に
つ
い
て
は
山
田
利
明
「
『
璽
實
度
人
経
』
請
経
儀
の
形
成
」
（
注
（
5
1
）
前
掲
書
、
第
二
篇

第

四
章
、
二
六
三
ー
二
八
八
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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